
習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P28）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び課題
に対する3年間の

貢献度
貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

1 人権尊重について
の広報・啓発

人権啓発パンフレット等の配布
や市広報紙により人権強化週
間等の周知を行います。また、
人権擁護委員の人権啓発活動
をサポートします。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・法務局人権擁護課から届く人
権啓発パンフレットを、窓口に掲
出した。
・「女性の人権ホットライン」強化
週間の周知ポスターの掲出を庁
内、市内公民館、図書館にて
行った。
・人権啓発活動については事務
局として人権擁護委員の活動
（特設人権相談・人権教室・イベ
ントでの啓発活動、中学生人権
標語コンテストなど）を補助。

・前年と同じく法務局人権擁護課
から届く人権啓発パンフレットを、
窓口に掲出した。
・前年と同じく「女性の人権ホット
ライン」強化週間の周知ポスター
の掲出を庁内、市内公民館、図
書館にて行った。
・人権啓発活動については事務
局として人権擁護委員の活動
（特設人権相談・人権教室・イベ
ントでの啓発活動、中学生人権
標語コンテストなど）を補助（前年
と同じ）。

A：貢献できた 環境醸成という面では、成長過程にある幼、小
学齢の子どもに対する取り組みが重要と思われ
る。人権擁護委員の活動は人権教室の他、校長
会との合同研修等、学校幼稚園との連携に重点
をおいており、本基本施策への一定程度の高さ
の貢献度を有すると認識している。

人権教室の普及促進に向けたさらな
る学校との連携。

社会福祉課

2 【女性活躍】
セクシュアル・ハラ
スメント等の防止に
向けた啓発の推進

性的な事柄に関する嫌がらせ
（セクシャル・ハラスメント）の防
止等、男女が互いの尊厳を重
んじ、対等な関係づくりを進める
男女共同参画社会の実現に向
けた周知、啓発を推進します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

職員啓発紙「ピーナ通信」第43号
に「知っておきたいハラスメント基
礎知識」の特集記事を掲載し、調
整会議にて全庁に周知を図っ
た。

男女共同参画に関する市職員意
識調査をR1.5.13～R1.5.31に実
施した。（回答率60.8%）
調査により、職場におけるハラス
メントの状況や、相談窓口の認
知割合などを把握し、この結果
を、R1.9.5付けで全庁的に報告
し、共有化を図った。

A：貢献できた 誰もが加害者・被害者にならないよう、何がハラ
スメントにあたるのか理解を深めるため、ハラス
メントの基礎知識として職場における具体例や、
人事課が行っている職員相談窓口を掲載したこ
とで、自分自身の行動を振り返るきっかけや被
害者支援へとつながり、ハラスメントのない職場
環境づくりに向けた啓発が図られた。

ハラスメントの理解はまだ周知が十
分とは言えず、セクハラのほか、育
児・介護休業ハラスメントやパワハラ
など引き続き周知が必要。

男女共同参
画センター

2 【女性活躍】
働く場におけるハラ
スメント等の防止に
向けた啓発の推進

誰もが働きやすい雇用環境を
確保するため、市内事業所に
対し、雇用の場等で起きる性的
な事柄に関する嫌がらせ（セク
シャル・ハラスメント）や、妊娠・
出産等に関する嫌がらせ（マタ
ニティ・ハラスメント）並びに子ど
もを持つ労働者への育児休業
等の抑制等、仕事と家庭の両
立を阻害するハラスメントの防
止対策の周知に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

実績なし 厚生労働省が定めた「職場のハ
ラスメント撲滅月間」にあわせ
て、千葉労働局が「ハラスメント
特別相談窓口」を開設した。
これを周知するため、労働者向
けのリーフレットの掲示や千葉県
労働相談センターのチラシを窓
口に配架した。

B：あまり貢献でき
なかった

同じ職場で働く者への職場内の優位性を背景
に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体
的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
がなくなる取り組みに関するチラシを配架した
が、啓発の効果が測れないため引き続き情報提
供に努める。

リーフレット等により、情報提供が
あった場合には、社会的機運を醸成
するための周知等に努める。

産業振興課

2 【女性活躍】
働く場におけるハラ
スメント等の防止に
向けた啓発の推進

市職員や教育関係者に対し、
性的な事柄に関する嫌がらせ
（セクシャル・ハラスメント）や、
妊娠・出産等に関する嫌がらせ
（マタニティ・ハラスメント）並び
に子どもを持つ労働者への育
児休業等の抑制等、仕事と家
庭の両立を阻害するハラスメン
トの防止に向けた研修や、被害
者の支援等を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

教育関係者については、セクハ
ラ担当者をおき、アンケート実施
時を含めて常時、相談体制をつ
くっている。

各学校において、セクハラ相談
員を校務分掌に位置付け、アン
ケート実施時を含めて、相談体
制をつくっている。

A：貢献できた 職員がいつでも相談できる体制がすべての学校
で整っていることで、働く場におけるハラスメント
等の防止ができている。

本内容については、人間関係づく
り、風通しのよい職場づくりが基本と
なるため、管理職の意識をさらに高
めていく必要がある。

学校教育課

2 【女性活躍】
働く場におけるハラ
スメント等の防止に
向けた啓発の推進

市職員や教育関係者に対し、
性的な事柄に関する嫌がらせ
（セクシャル・ハラスメント）や、
妊娠・出産等に関する嫌がらせ
（マタニティ・ハラスメント）並び
に子どもを持つ労働者への育
児休業等の抑制等、仕事と家
庭の両立を阻害するハラスメン
トの防止に向けた研修や、被害
者の支援等を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

例年行っている労務管理研修に
おいて、ハラスメントの防止に関
する研修を実施した。（受講生３
０人）

例年通り労務管理研修におい
て、ハラスメントの防止に関する
研修を実施した。（受講生２６人）

A：貢献できた 5級係長職を対象とした「労務管理研修」におい
て、ハラスメントのない職場とするための研修を
毎年実施している。提出された受講者レポートか
ら、ハラスメントに関する法令の理解や、ハラスメ
ント防止に向けた意識の向上が読み取れること
から、部下への指導的立場にある監督者への啓
発に着実に繋がっている。

ハラスメントについては、管理・監督
者への啓発だけでなく、全ての職員
に対する意識の啓発が必要なことか
ら、階層別研修において段階的に実
施をしていく。

人事課

3 【新規】
性的指向やＬＧＢＴ
等により、困難な状
況に置かれている
人に対する理解促
進

性的指向やＬＧＢＴ等を理由とし
て、困難な状況に置かれている
人たちに対する正しい理解を促
進する啓発活動を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

庁内職員及び当事者団体に協
力頂き、市職員及び教職員を対
象とした「性的指向及び性自認・
性別違和に関する対応指針」を
策定した。

市職員及び関係者を対象とした
ＬＧＢＴ啓発講座を年2回開催し
た。
第1回：7/30（月）50人
第2回：11/5(月）60人

・令和2年2月発行の情報紙「きら
きら（第47号）」の裏表紙に男女
共同参画コラムとして「オリンピッ
ク憲章と性の多様性」について掲
載した。
・ 広 報 習 志 野 （ 1/15 号 ） に
『SOGI(ソジ)という言葉を知って
いますか？』というコラムを掲載
した。
・市職員及び関係者を対象とした
ＬＧＢＴ啓発講座を開催した。
R1.8.23：48人

S：大いに貢献でき
た

作成した指針を、ホームページや発行物、講座
等でPRし、広く周知を図った。
また、多くの方に読まれている情報紙「きらきら」
や広報紙の中で性的指向やＬＧＢＴ等
の記事を掲載し、理解の促進につなげた。

対応指針に基づき、申請書類等の
不要な性別欄廃止について、全庁的
な取り組み状況を把握する。

男女共同参
画センター

Ⅰ　人権の尊重

１　性による差別と人権侵害のない社会づくり

①人権侵害のない環境の醸成



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P28）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

4 メディア・リテラシー
（読み解く力）向上
のための学習機会
の提供と意識啓発
の推進

メディアを読み解く力について
学習する講座等を開催します。

【取り組み内容】
男女共同参画に関
連するメディア・リテ
ラシーについての講
座の開催
【目標値】
隔年開催
【元年度実績】
屋敷寺子屋塾「五輪
とスポーツ報道」1公
民館で1回実施

実施できなかった。 屋敷公民館で成人を対象とした
「屋敷寺子屋塾」（全8回）の第4
回において、メディアからみたオ
リンピック・パラリンピックについ
ての講義を実施した。

A：貢献できた 「屋敷寺子屋塾」（全8回）の第4回において、「五
輪とスポーツ報道」と題して、実際の五輪の報道
の仕組みや功罪を現場の意見をふまえわかりや
すく解説した講義を実施し、メディアリテラシー向
上のための学習機会を提供した。

他の公民館での実施については、講
師の選定や対象者、講座の内容な
どを検討していく。

公民館

5 性の商品化を防ぐ
ための啓発

性の商品化を防ぐため、有害ビ
ラや看板の撤去等を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・補導活動（街頭補導）の強化に
努めている。
・一般補導（午前、薄暮、夜間）、
広域列車補導、学区一斉補導、
特別補導（夏季、冬季）など、559
回、従事延数1,324名の補導を実
施するとともに、環境浄化活動に
取り組んだ。
・青少年をインターネット上のトラ
ブルから守るため実施している
「千葉県青少年ネット被害防止対
策事業（ネットパトロール）」の月
例報告について当該校に報告し
たり、会議等で の資 料提 供を
行ったりした。
・「情報端末及びインターネットに
よるトラブル調査」及び「情報モラ
ル教育実施状況調査」を市立小・
中学校に実施し、調査結果を配
付した。
・本年度は、有害ビラや看板の撤
去はなかった。
・ＳＮＳトラブルを防ぐため、小中
学生を対象にアンケート調査を
行い、集計・分析したものを各校
へ情報提供しています。

・補導活動（街頭補導）の強化に
努めている。
・一般補導（午前、薄暮、夜間）、
広域列車補導、学区一斉補導、
特別補導（夏季、冬季）など、582
回、従事延数1,247名の補導を実
施するとともに、環境浄化活動に
取り組んだ。
・青少年をインターネット上のトラ
ブルから守るため実施している
「千葉県青少年ネット被害防止
対策事業（ネットパトロール）」の
月例報告について、該当校への
報告や会議等での資料提供を
行った。
・「情報端末及びインターネットに
よるトラブル調査」及び「情報モラ
ル教育実施状況調査」を市立
小・中学校に実施し、調査結果を
配付した。
・本年度は、有害ビラや看板の
撤去はなかった。
・ＳＮＳトラブルを防ぐため、小中
学生を対象にアンケート調査を
行い、集計・分析した内容を各学
校へ情報提供した。

A：貢献できた ・定期的な補導活動に取り組み、青少年健全育
成関係団体の構成員との連携及び情報の共有
を図っている。
・千葉県のネットパトロール事業において、習志
野市立小中高校の児童生徒に係る問題のある
書き込みの報告（１件）については、該当校の教
職員に連絡し指導につながった。
・「インターネットトラブル調査」及び「情報モラル
教育実施調査」の実施結果を学校等と共有しす
るとともに、ＳＮＳトラブルを防ぐための児童生徒
への指導や研修等の啓発に取り組んだ。（外部
講師の招へい10校。そのうち、保護者向けの講
座実施は4校）。

・子どもたちをネット被害から守るた
めに、「千葉県青少年インターネット
適正利用啓発講演・講師派遣」を全
市立小中学校に募集し取り組む。

青少年セン
ター

Ⅰ　人権の尊重

１　性による差別と人権侵害のない社会づくり

②メディアのあり方や制度・慣行の見直し



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P29～30）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

6 ＤＶは人権侵害であ
ることの啓発の推進

ＤＶ啓発パンフレットの配布、
「女性に対する暴力をなくす運
動」の周知を広報、ホームペー
ジ等により行います

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

11月12日～25日の「女性に対す
る暴力をなくす運動」週間につい
ては、ポスター及びチラシを関係
4課に配布。11月1日号広報習志
野に掲載及び、11月16日～30日
の間、広報用テレビモニターで放
映し周知した。

R1.11.12～R1.11.25の「女性に対
する暴力をなくす運動」週間につ
いて、内閣府から送付されたＤＶ
啓発チラシ等を関係課に配布
し、周知依頼を行った。
また、R1.11.16～R1.11.30の間、
広報用テレビモニターで「女性に
対する暴力をなくす運動」週間で
あることを放映し周知した。
内閣府が推進する自治体のマス
コットキャラクターのパープルリ
ボンへの参加とホームページへ
の掲載を行った。

S：大いに貢献
できた

毎年国の「女性に対する暴力をなくす運動」週間
にあわせて、さまざまな媒体を活用し周知を図る
ことにより、市民の意識が深まる。

引き続き、市民等に対する周知・啓
発に取り組む。

男女共同参
画センター

7 児童虐待・ＤＶ防止
への啓発

ポスターやパンフレットの配布、
研修等により、児童虐待及びＤ
Ｖ防止の啓発を行います。

【取り組み内容】
児童虐待・ＤＶ防止
への啓発回数
【目標値】
年1回以上

【元年度実績】
年３回

児童虐待防止月間(１１月)に啓
発活動を実施。
・市庁舎内に啓発パネル、のぼ
り、チラシの設置。
・啓発用のブルゾンを着用。
要対協主催の研修会を開催
開催日：平成３０年１１月１６日
テーマ：子どもたちのみらいのた
めにわたしたちができること
参加者：７１名

児童虐待防止月間(１１月)に啓
発活動を実施。
開催日：令和元年１１月中
・市庁舎内に啓発パネル、のぼ
り、チラシの設置。
開催日：令和元年１１月１９日
・商業施設の特設会場にて、児
童虐待防止やオレンジリボン運
動の啓発。
・JR津田沼駅付近にて、民生委
員や主任児童委員とともに児童
虐待防止啓発グッズの配布。

要保護児童対策地域協議会主
催の研修会を開催。
開催日：令和元年１１月１４日
テーマ：逃げることは、生きるこ
と。「虐待やいじめを受けている
子どもの支援と子育て環境を考
える」～虐待から立ち直った経験
から～
参加者：69名

A：貢献できた 啓発活動を精力的に実施し、市民への児童虐待
に関する啓発ができた。
要保護児童対策地域協議会主催で研修会を開
催し、関係機関や地域がどのように子どもを守る
のか考えるきっかけとなった。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
児童虐待の未然防止として、引き続
き市民に対する啓発活動を実施す
る。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
積極的な啓発活動を実施する。

子育て支援
課

8 青少年有害図書等
の自主規制の啓発

青少年有害図書審議会におい
て、性のみを強調し、暴力やＤ
Ｖを容認するような図書を有害
図書として指定し、青少年へ
の販売の自主規制の協力を
書店等に求めていきます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

文教住宅都市憲章の精神に基
づき、青少年の健全な発達を阻
害するおそれのある行為を防止
することを目的に審議会を開催し
た、

開催日：平成３０年１１月３０日
議題
・有害図書審査（諮問事項０件）
・条例の廃止について

千葉県青少年健全育成条例に
おいて有害図書等を青少年に販
売することを禁止しており、本市
においても、職員や青少年育成
団体によるパトロールを実施し
た。

令和２年６月３０日をもって「習志
野市有害図書規制に関する条
例」を廃止し、青少年有害図書
審議会も廃止した。

A：貢献できた 職員や青少年育成団体によるパトロールを実施
し、有害図書等の自主規制の啓発等に取り組め
た。

令和元年度と同様の取り組みを継続
していく。

社会教育課

9 生と性の健康につ
いての意識の啓発

対象と発達段階に応じた健康
教育を行い、生と性の健康に
ついての意識啓発をしていき
ます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地区保健活動全体で、健康の保
持増進のため、食事・排泄・睡
眠・活動等の生活習慣の重要性
を伝え、いのちと性の教育の第
一歩として、乳幼児期の保護者
へ啓発しました。

地区保健活動を通して、男女の
からだの仕組みの違いや、自尊
感情の育みの重要性、互いの性
を尊重することの大切さについ
て、出産を控えた夫婦や乳幼児
期の保護者へ啓発しました。
併せて、いのちと性の教育の第
一歩として、食事・排泄・睡眠・活
動等の生活習慣の重要性を関
連づけ、乳幼児期の保護者へ啓
発しました。

A：貢献できた 実施にあたっては、地域保健サービス（各種健
康相談、健康診査など）の他、公民館における家
庭教育学級や保育所、幼稚園、学校、中学校区
地域保健連絡会など他機関とも連携して、生と
性の健康について啓発に努めました。

【令和２年度に向けた問題点・改善
点】
各関係機関と連携し、効果的に健康
教育が実施できるように努める必要
がある。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
生と性の健康、生命の尊重について
は、引き続き意識啓発が必要です。

健康支援課

10 児童・生徒の発達
段階に沿った人権
尊重の視点からの
性教育の推進

児童・生徒の発達段階に応じ
て、男女の成長の違いや生命
誕生の仕組みを学習し、児童・
生徒が男女対等の立場で、互
いの人権を尊重し合う教育を
実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

小中学校での保健の授業におい
て、学年に応じてエイズや性に関
する学習を行い、男女が尊重し
合う教育を実施した。

小中学校での保健の授業におい
て、学年に応じてエイズや性に関
する学習を行い、男女が互いに
認め合える教育を実施した。

A：貢献できた 授業を通じて、男女が互いに尊重し合う態度の
育成に努めた。

引き続き、学習指指導要領に則た性
教育の中で、男女が互いの人権を尊
重する態度を育成する。

指導課

11 各種相談員のＤＶ
等に関する相談技
術の向上

ＤＶ研修等、男女共同参画に
関する研修の参加により、多
様化する相談内容に適切に対
応します。

【取り組み内容】
ケースワーカーや相
談員のＤＶ研修等の
参加回数
【目標値】
年2回以上
【元年度実績】
６回

ケースワーカーや相談員がDV研
修に参加した。
ケースワーカー２回
家庭児童相談員２回
ひとり親相談員３回
計７回

ケースワーカーや相談員がDV研
修に参加した。
ケースワーカー2回
家庭児童相談員4回
計６回

A：貢献できた DVに関する研修に参加し、専門的な相談内容に
対応した。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
新任職員に限らず、DV研修に参加し
スキルアップを目指す。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
引き続き、DV研修に参加し多様化す
る相談内容に対応する。

子育て支援
課

11 各種相談員のＤＶ
等に関する相談技
術の向上

ＤＶ研修等、男女共同参画に
関する研修の参加により、多
様化する相談内容に適切に対
応します。

【取り組み内容】
相談員のＤＶ研修等
の参加回数
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
1回

DV及び男女平等の視点に配慮
しながら教育相談や適応指導
教室の運営に努めた。

DV及び男女平等の視点に立っ
て教育相談や適応指導教室の
運営を行った。
教育相談研修の中で、家庭内で
の感情のコントロールなどについ
て取り上げた。

A：貢献できた 家庭内での子育てに悩む父親や母親の教育相
談を多く受け入れることができた。適応指導教室
の運営についても、母親だけでなく父親など男性
の協力を求める話ができた。
研修に市内の多くの教員が参加した。

男女平等の視点に立った教育相談
や適応指導教室の運営を進めてい
く。

総合教育セ
ンター

Ⅰ　人権の尊重

２　女性と男性の間に生じる暴力（ＤＶ）の防止と対応

①ＤＶ防止のための広報・啓発
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基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

12 DV家庭の子どもへ
の支援

DV家庭において虐待が疑われ
る子どもについて、関係機関と
の連携により支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・ひとり親家庭自立支援員と情報
共有しながら、主に児童の養育
等についての相談に応じ、児童
の所属機関等や児童相談所との
連携のもと安全確保のための支
援を行った。また、児童の様子に
ついて所属機関での見守りを依
頼し、ケアに努めた。
・ＤＶ研修等に参加し、相談業務
を担当する職員の技術向上に努
めた。
・要保護児童対策地域協議会の
実務者会議及び個別支援会にお
いて連携に努めた。

・ひとり親家庭自立支援員と情報
共有しながら、主に児童の養育
等についての相談に応じ、児童
の所属機関等や児童相談所との
連携のもと安全確保のための支
援を行った。
・ＤＶ研修等に参加し、相談業務
を担当する職員の技術向上に努
めた。
・要保護児童対策地域協議会の
実務者会議及び個別支援会議
において連携に努めた。

・ひとり親家庭自立支援員と情報
共有しながら、主に児童の養育
等についての相談に応じ、児童
の所属機関等との連携のもと安
全確保のための支援を行った。
・ＤＶ研修等に参加し、相談業務
を担当する職員の技術向上に努
めた。
・要保護児童対策地域協議会の
実務者会議及び個別支援会議
において連携に努めた。
・月１回、児童相談所とのケース
連絡会を実施し、DV家庭の児童
の情報共有・情報交換を行った。

A：貢献できた ひとり親家庭自立支援員や児童の所属機関等、
児童相談所との連携により、DV家庭の子どもが
深刻な虐待状態に陥ることのないよう努めた。
ＤＶ研修等に参加し、相談業務を担当する職員
の技術向上につながった。
月１回、児童相談所とのケース連絡会を実施し、
DV家庭の児童の情報共有・情報交換を行うこと
ができた。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・新任職員に限らず、相談に係わる
職員の知識及び資質の向上のた
め、積極的に研修や講座等に参加
する。
・児童相談所や関係機関との密な連
携が不可欠であるため、より一層の
協力体制を構築する。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
・引き続き、相談に係わる職員の知
識及び資質の向上のため、積極的
に研修や講座等に参加する。
・関係機関との密な連携が不可欠で
あるため、より一層の協力体制を構
築する。

子育て支援
課

13 ひとり親家庭への相
談体制の充実、生
活自立への支援

ひとり親家庭の生活の安定を図
るため、相談体制の充実を図る
とともに、関係機関の情報提供
を積極的に行い、連携に努めま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・ひとり親家庭に対する支援制度
をまとめた「ひとり親家庭支援の
しおり」を作成・配布し、面談・電
話等による相談時に案内を行っ
た。ハローワークや養育費相談
支援センター等の関連機関の
リーフレットを窓口に設置し、面
談・電話等による相談時に情報
提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協力
して、ひとり親家庭の生活一般、
就業、児童の養育等についての
相談に応じ、自立に向けた指導、
助言、支援を行った。就労支援
等の関連する制度等の情報収集
に努め、ハローワーク等と必要に
応じて連絡を取り、ひとり親家庭
の自立に向けた効果的な連携と
なるように努めた。

・ひとり親家庭に対する支援制度
をまとめた「ひとり親家庭支援の
しおり」を作成・配布し、面談・電
話等による相談時に案内を行っ
た。ハローワークや養育費相談
支援センター等の関連機関の
リーフレットを窓口に設置し、面
談・電話等による相談時に情報
提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協力
して、ひとり親家庭の生活一般、
就業、児童の養育等についての
相談に応じ、自立に向けた指導、
助言、支援を行った。就労支援
等の関連する制度等の情報収集
に努め、ハローワーク等と必要に
応じて連絡を取り、ひとり親家庭
の自立に向けた効果的な連携と
なるように努めた。

・ひとり親家庭に対する支援制度
をまとめた「ひとり親家庭支援の
しおり」を作成・配布し、面談・電
話等による相談時に案内を行っ
た。ハローワークや養育費相談
支援センター等の関連機関の
リーフレットを窓口に設置し、面
談・電話等による相談時に情報
提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協力
して、ひとり親家庭の生活一般、
就業、児童の養育等についての
相談に応じ、自立に向けた指
導、助言、支援を行った。就労支
援等の関連する制度等の情報
収集に努め、ハローワーク等と
必要に応じて連絡を取り、ひとり
親家庭の自立に向けた効果的な
連携となるように努めた。

A：貢献できた ひとり親家庭の生活の安定と向上及び福祉の増
進のために関係機関と連携しながら、相談や各
種届出の際にひとり親家庭の自立に向けた指
導、助言、支援を行った。また、夏季の現況調査
にあわせて、出張ハローワークのブースを子育
て支援課窓口に設置し、就労支援等に関連する
制度等の情報提供を行った。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
ハローワーク等とより連携を密にし、
就労者数の増加を図ることで、ひとり
親家庭の経済的な自立を促します。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
引き続きひとり親の自立に向けて支
援してまいります。

子育て支援
課

14 関係機関との連携
強化と相談支援の
充実

子どもの養育に関する男女平
等と、関係機関と連携してDV事
例等に関する相談支援を実施
します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

相談の中で、支援が必要な場
合は関係機関に連絡が取れる
よう、担当者内で情報共有して
いた。

相談を受ける際には、安心できる
環境を心がけ、心配されることに
ついては、他機関と連携して経
過を見守った。

DVや児童虐待についてのパンフ
レット等を準備し、相談を受ける
中で必要に応じて情報提供を
行った。

S：大いに貢献
できた

関係機関との連携体制が整っていることで、情
報を共有し役割分担しながら、子どもの発達面
の相談と絡めて、ＤＶについての情報提供、相談
を行う事ができた。
また、ＤＶ関連のセミナーに参加し、センター内で
新たな知識、情報を共有することができた。

・研修等に参加し、新たな知識や情
報収集に努める。
・安心して相談ができるための環境
や体制づくりに努める。
・DVや児童虐待等が心配される相
談については、職員同士の共通の
認識を深め、連携体制について強化
していく。

ひまわり発達
相談センター

15 女性の生き方相談
の充実

女性の生き方相談の充実を図
るとともに、関連する相談機関
との連携を図り、相談者の支
援、保護に取り組みます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

相談終了後はカウンセラーから
報告を受け、関係機関と連携が
必要なケースは速やかに連携を
図った。
相談回数：年60回
相談件数：282件（うち新規60件）
他機関への連携：59件
DV相談件数：69件

相談終了後はカウンセラーから
報告を受け、関係機関と連携が
必要なケースは速やかに連携を
図った。
相談回数：年60回
相談件数：252件（うち新規45件）
他機関への連携：41件
DV相談件数：52件

相談終了後はカウンセラーから
報告を受け、関係機関と連携が
必要なケースは速やかに連携を
図った。
相談回数：年58回
※2回は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止。
相談件数：235件（うち新規54件）
他機関への連携：47件
DV相談件数：45件

S：大いに貢献
できた

利用者がカウンセラーを選べるよう2名体制とし、
利用者のニーズに対応できるよう月1回の夜間
相談の実施や体制を整備している。

相談者がより安心・安全に相談が受
けられるよう、加害者の来庁に備え
対応マニュアルの整備を検討する。

男女共同参
画センター

16 男性の生き方に対
する相談体制の充
実

相談者の訴えをしっかり受け止
め、必要に応じて専門相談機関
等と連携を図りながら相談支援
を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男性からの来所による相談2件
（住基支援措置希望者）

男性からの来所による相談3件
（住基支援措置希望者）

男性からの来所による相談2件
（住基支援措置希望者）

A：貢献できた 女性に対する暴力の相談は、カウンセラーによ
る女性の生き方相談を実施しているが、男性か
らの相談は職員が対応し、千葉県が実施する
「男性のための総合相談」の活用等の関係機関
を紹介する体制としている。

千葉県が実施する「男性のための総
合相談」を活用し対応する。

男女共同参
画センター

17 配偶者暴力相談支
援センターとしての
機能充実について
の研究

DV防止法の改正により、配偶
者暴力相談支援センターとして
の機能を果たすことが努力義務
になったことから、相談体制等
の機能充実について研究を行
います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

配偶者暴力相談支援センターで
ある習志野健康福祉センターと
連携し、相談に対応した。

配偶者暴力相談支援センターで
ある習志野健康福祉センターと
連携し、相談に対応した。

配偶者暴力相談支援センターで
ある習志野健康福祉センターと
連携し、相談に対応した。

A：貢献できた 配偶者暴力相談支援センターである習志野健康
福祉センターは、男女共同参画センターからも近
いことから、相談者の状況に応じ連携を取りDV
支援に対応している。

相談支援を行う中で、習志野健康福
祉センターとの連携における課題を
探る。

男女共同参
画センター

18 健康相談事業の充
実

健康な生活ができるよう、必要
な情報提供を行います。また、
必要に応じて関係機関と連携
し、適切な対応をします。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地区保健活動全体で安心できる
相談できる体制づくりに努め、ハ
イリスクであることが確認できた
場合は、必要な情報提供・相談
に努め、速やかに関係機関との
連携対応を行った。
乳児全戸家庭訪問事業
対象世帯数 1,475世帯
実施世帯数 1,436世帯
実施率　97.4％

地区保健活動全体で安心できる
相談体制づくりに努め、ハイリス
クであることが確認できた場合
は、必要な情報提供・相談に努
め、速やかに関係機関との連携
対応を行った。
乳児家庭全戸訪問事業
対象世帯数　1,485世帯
実施世帯数　　1,444世帯
実施率　97.2％

地区保健活動全体で安心できる
相談体制づくりに努め、妊娠期よ
りハイリスクであることが確認で
きた場合は、必要な情報提供・
相談に努め、速やかに関係機関
との連携対応を行った。
乳児家庭全戸訪問事業
対象世帯数　1,416世帯
実施世帯数　1,378世帯
実施率　97.3％

S：大いに貢献
できた

母子手帳交付面接や乳児全戸家庭訪問事業、
各種健康相談事業等を通じて、安心して相談で
きる場所の周知に努めました。
また、DV被害者は子育て支援部門や専門機関
との連携、女性の生き方相談を勧めるなどして
支援しました。

【令和２年度に向けた問題点・改善
点】
引き続き、地区保健活動全体を通じ
て安心して相談できる場所の周知に
努め、ハイリスク者は関係機関と連
携して支援していく。
【次期計画に向けた問題点・改善点】
被害者の未然防止または早期発見・
早期支援のために安心して相談でき
る相談体制、関係機関との連携対応
が引き続き必要です。

健康支援課

19 高齢者への情報提
供と相談の充実

市内5か所の地域包括支援セン
ターにおいて、虐待や暴力等を
受けている方々についての相談
に対応し、必要な情報提供を随
時行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地域包括支援センターでは、虐
待や暴力等の相談について、疑
いも含めて当事者だけではなく、
地域や介護サービス事業者な
ど、多方面からの相談に対応し
ています。また、必要に応じて、
担当課と連携しながら、施設へ
の保護や専門機関への紹介など
を行っています。
虐待等相談件数（延）：205件

対象者の状況に応じ、介護サー
ビスをはじめ、相談機関等の紹
介や、つなぎの支援を行った。

対象者の状況に応じ、介護サー
ビスをはじめ、相談機関等の紹
介や、つなぎの支援を行った。
虐待等相談相談件数（延）：114
件（R1.3月末現在）

A：貢献できた 各地域包括支援センターでの対応において、専
門的知識の向上に伴い、適切に支援を行ってい
る。高齢者支援課をはじめ、関係機関との連携
に努め支援に当たっている。

地域包括支援センターの周知に努
める。
高齢者の増加に伴い事案の増加、
複雑化に対する対応が必要である。

高齢者支援
課

20 DVに関する相談窓
口の周知

配偶者暴力相談支援センター
等について、チラシ等の配布や
広報、ホームページ等の掲載に
より周知を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市のDVパンフ、県のDV啓発チ
ラシ、女性の生き方相談のチラ
シをセンターに設置するととも
に、保育所、幼稚園、小学校等
に配布し周知した。
男女共同参画情報紙「きらきら」
に「女性の生き方相談」を掲載
し周知した。

県の相談窓口案内のステッカー
と、女性の生き方相談の案内を
市庁舎の女子トイレに貼付する
とともに、女性サポートセンター
のフライヤ-を送風機に設置し
た。
フライヤーは、特に利用の多い
市庁舎ＧＦ階、1階の持ち帰りが
多い。
さらに、男女共同参画情報紙
「きらきら」に「女性の生き方相
談」を掲載し周知した。

女子トイレのフライヤーは持ち
帰りが多いことから、庁舎管理
担当課に補充の協力を依頼し、
対応している。

S：大いに貢献
できた

女性の生き方相談や、ＤＶ相談窓口の周知の
ため、旧庁舎で設置していたステッカーを市庁
舎の女子トイレに新たに貼付したことで、相談
窓口の周知が図られた。

啓発講座等市民の来場する場面で
も周知を図る。

男女共同参
画センター

Ⅰ　人権の尊重

２　女性と男性の間に生じる暴力（DV)の防止と対応

②DV被害者が安心して相談できる体制づくり



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P31）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

21 緊急保護を求めるＤ
Ｖ被害者等への支
援

関係機関との連携を取り、被害
者を一時保護につなぐ等の適
切な支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ＤＶ被害者の緊急一時保護の
H30実績はなし。
ＤＶ相談の対応として、生活相談
課、障がい福祉課、子育て支援
課、警察署、女性サポートセン
ター等と相談・連携し対応した。

ＤＶ被害者の緊急一時保護の令
和元年度の実績は2件。
ＤＶ相談の対応として、生活相談
課、習志野警察署、習志野健康
福祉センター、千葉県女性サ
ポートセンター等と相談・連携し
対応した。

S：大いに貢献
できた

緊急一時保護を求める被害者対応として、相談
を行った窓口を中心に、関係機関と連携を取りな
がら支援を進めた。
緊急一時保護2名の内訳は、男女共同参画セン
ターから千葉県女性サポートセンターへ直接入
所した者1名、習志野健康福祉センター経由で入
所した者1名である。いずれも、関係課と連携し
て被害者の生活再建の支援を行った。

引き続きＤＶの相談の際は、フロー
チャートに沿った対応を基本とするこ
とを関係課と確認・共有し、連携して
支援を行う。

男女共同参
画センター

21 緊急保護を求めるＤ
Ｖ被害者等への支
援

関係機関との連携を取り、被害
者を一時保護につなぐ等の適
切な支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

関係機関との連携を取り、被害
者を一時保護につなぐ等の適切
な支援を行いました。

関係機関との連携を取り、被害
者を一時保護につなぐ等の適切
な支援を行いました。
DV相談の対応について、職員間
で共有し適切な対応に努めまし
た。

A：貢献できた DVも虐待も重大な人権侵害であるとの認識を持
ち、緊急保護案件があった場合には、関係機関
と連携を取りながら対応することができた。
DV相談の対応について、職員間で共有すること
で迅速に緊急性を把握し、適切な対応をすること
ができた。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・適切な支援の継続

【次期計画に向けた問題点・改善点】
・適切な支援の継続

子育て支援
課

22 【新規】
就労や再就職に関
する情報の提供

「ふるさとハローワーク」等を通
し、就労や再就職に関する情報
提供を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ふるさとハローワークならしのに
おいて、就労機会として、ハロー
ワーク船橋が実施する「ミニ面接
会」の開催にあたり、開催場所の
提供及び周知を行った。
また、都内を含む企業が参加す
る「京葉わかもの就職面接会」に
共催事業として参加した。

就労や再就職に関する支援策と
して、本市主催「製造業等合同
企業説明会＆面接会inならしの」
の開催やハローワーク船橋が実
施する「ミニ面接会」会場提供及
び周知を行った。
その他、都内を含む企業が参加
する「京葉わかもの就職面接会」
に共催事業として参加した。

A：貢献できた 就労や再就職を求めている方へ就労、再就職の
機会の場を提供できた。

引き続き、ふるさとハローワークなら
しの等と連携し、就労や再就職を求
めている方に対し情報提供を実施す
る。

産業振興課

23 ＤＶ被害者支援制度
についての情報提
供

ＤＶ被害者を支援する制度につ
いて、被害者の状況に応じた情
報提供や証明書の作成など自
立に向けた支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ＤＶ被害者の相談事実の証明の
申請　2件
自己情報開示申請　1件

自己情報開示申請　1件 S：大いに貢献
できた

相談者からの申請に基づき、裁判所等への提出
を目的とした相談事実の証明及び自己情報開示
に対応した。
また、健康保険や年金、児童手当等手続きのた
め配偶者暴力被害者相談証明を希望する人に
は、習志野健康福祉センターを案内し、被害者
の自立に向けて支援を行った。

ＤＶ被害者が求める証明申請の窓口
案内等、適切に情報提供を行う。

男女共同参
画センター

24 生活困窮に関する
相談、情報提供

生活に困窮するＤＶ被害者に対
し、らいふあっぷ習志野等にお
いて、生活と仕事に関する相談
に応じます。また生活保護制度
について情報提供を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

平成３０年度はらいふあっぷ習志
野において、DVに関する相談が
８件あり支援をした。

令和元年度はらいふあっぷ習志
野において、DVに関する相談が
１０件あり、支援をした。

A：貢献できた DVに関する相談に対して、緊急性のあるものは
女性サポートセンターのシェルターの案内や、転
居のため不動産情報を探す等の支援をした。相
談ケースによっては、子育て支援課や生活相談
課に情報提供を行った。

支援を必要とする人への適切な支援
に繋がるよう、らいふあっぷ習志野
の周知やアウトリーチによる相談機
能を拡充する。

生活相談課

25 高齢者への自立支
援

養護者（配偶者や家族等）から
虐待を受けた高齢のＤＶ被害者
の自立に向けて、施設利用も含
め支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

緊急的に避難を要する事案につ
いては、一時的な施設利用を迅
速に支援した。

対象者やその家族に対し、生活
上の助言等を行い、緊急的に避
難を要する事案については、一
時的な施設利用を迅速に支援し
た。

A：貢献できた 事案の状況を、関係者と情報共有して把握し、
緊急性の高いものについては、施設に対し入所
の交渉等、迅速に対応するよう努めた。

高齢者施設の空き室の確保が困難
になっているため、即日の保護が厳
しい状況になっている。各施設や関
係機関との連携と情報共有が、ます
ます必要となる。

高齢者支援
課

25 障がい者への自立
支援

養護者（配偶者や家族等）等か
ら虐待を受けた障がいのある人
の自立に向けて、施設利用も含
め支援を行います

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

養護者（配偶者や家族等）等から
虐待を受けた障がいのある人の
自立に向けて、施設利用等も含
め支援を行った。

養護者（配偶者や家族等）等か
ら虐待を受けた障がいのある人
の自立に向けて、施設利用等も
含め支援を行った。

A：貢献できた 虐待の解決に向け、施設利用も含めた障害福祉
サービスを活用するなど、虐待の解消に向けた
支援を行った。

緊急一時保護を行う場合の関係各
課との迅速な連携体制の確保

障がい福祉
課

26 住宅に関する情報
提供

ＤＶ被害者が新たな生活の場を
見つけるため、市営、県営住宅
などの公営住宅の優先入居者
等に関する情報を提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

DV被害者に特化した窓口では
ないことやDV被害のみを事由に
して優遇抽選を行うわけではな
いので、率先して情報提供するこ
とはできないが、被害者本人及
び相談窓口担当課より依頼があ
れば、情報提供する。

市営住宅の募集においては、Ｄ
Ｖ被害者も優遇抽選の対象に含
め実施している。
被害者本人及び相談担当課から
の相談や情報提供に対応してい
る。

B：あまり貢献
できなかった

優遇抽選の対象は、DV被害者だけではないた
め積極的な情報提供ができない。また応募実績
もなかった。

情報提供については、継続して行
い、今後の市営住宅応募の際に優
遇抽選対象について、関係機関を通
じて、募集制度の周知に努め、DV被
害者等の救済方法の一つとして連
携していく。

住宅課

Ⅰ　人権の尊重

２　女性と男性の間に生じる暴力（DV)の防止と対応

③ＤＶ被害者への生活再建に向けた支援



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P31）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

27 庁内関係部署との
連携

ＤＶ防止推進関係課長会議の
開催や庁内関係部署との連携
を図り、情報の提供や共有に努
めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

DVに係る関係課長で構成する
「ＤＶ防止推進関係課長会議」の
開催　　H30.5.28

情報政策課との連名で、「配偶者
からの暴力に係る被害者等の安
全の確保及び秘密の保持のため
の各種行政事務の適正や執行
について」を全庁的に通知加害
者の情報漏洩について注意喚起
した。H30.5.16

DVに係る関係課長で構成する
「ＤＶ防止推進関係課長会議」の
開催
第1回：R1.5.20
第2回：R2.2.14

生活再建のためDV被害者が求
める証明書の発行について、関
係各課と配偶者暴力相談セン
ターの証明書など、手続き方法
について情報共有した。

S：大いに貢献
できた

ＤＶ防止推進関係課長会議にて、ＤＶ相談状況
及び一時保護、被害者の安全確保と秘密保持
のための行政事務の執行、住民基本台帳事務
における支援措置制度の対応、緊急一時保護の
受入などについて情報共有によりＤＶ関係課に
おいて一定の適切な対応に結びつく。
また、ＤＶ被害者の情報漏洩防止のため、情報
政策課とともに取扱い方法の周知に努め、被害
者の秘密保持の強化が図られた。

ＤＶ防止推進関係課長会議におい
て、ＤＶ被害者等への適切な対応を
図るため情報共有に努める。ＤＶ被
害者の情報漏洩に関する通知（協働
経済部次長、総務部次長連名）を継
続して実施する。

男女共同参
画センター

28 庁外関係機関（県・
警察、民生委員・児
童委員等）との連携

県主催の連絡会議等の出席に
より情報交換に努め、県・警
察、民生委員・児童委員等と積
極的に連携を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市町村男女共同参画担当課長
及びＤＶ対策担当課長会議への
出席　H30.4.19

ＤＶ被害者支援連絡会議への出
席　H30.10.30

市町村男女共同参画担当課長
及びＤＶ対策担当課長会議への
出席　R1.5.21

ＤＶ被害者支援連絡会議への出
席　R1.11.1

S：大いに貢献
できた

県主催会議に出席し、県内のＤＶ相談や一時保
護の傾向、ＤＶ対策に関する施策について実態
を把握した。
県主催連絡会議は、庁外関係機関と事例検討を
行いながら、ＤＶ相談に対する視点や支援の方
向性を情報交換し、顔の見える関係づくりにつな
がった。

国・県の動向を把握し、庁外関係機
関との連携に努める。

男女共同参
画センター

28 庁外関係機関（県・
警察、民生委員・児
童委員等）との連携

県主催の連絡会議等の出席に
より情報交換に努め、県・警
察、民生委員・児童委員等と積
極的に連携を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

平成３０年度DV被害者支援連絡
協議会議に参加した。

開催日：平成３０年１０月３０日
内容：行政説明・事例検討

令和元年度DV被害者支援連絡
会議に参加した。

開催日：令和元年１１月１日
内容：行政説明(保護命令の手
続き・無戸籍者問題)・事例検討・
情報交換

A：貢献できた 千葉県のDV状況を確認した。
事例検討を通して、警察署・保健所・女性サポー
トセンター等の関係事業所と情報交換することが
できた。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
引き続き、ケースワーカや相談員が
連絡会議に参加する。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
今後も、県主催の連絡会議に参加し
関係機関と連携強化する。

子育て支援
課

28 庁外関係機関（県・
警察、民生委員・児
童委員等）との連携

県主催の連絡会議等の出席に
より情報交換に努め、県・警
察、民生委員・児童委員等と積
極的に連携を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女共同参画センターから配布
された県のＤＶ相談カード及び県
のＤＶ啓発チラシを、各地区の民
生委員・児童委員に配布し周知
した。

・DV・児童虐待防止に関するセミ
ナーの案内を行った。
・男女共同参画センターから配
布された県のＤＶ相談カード及び
県のＤＶ啓発チラシを、各地区の
民生委員児童委員に配布し周知
した。

A：貢献できた ・地域住民と行政のパイプ役として活躍している
民生委員児童委員に有益な情報を提供するよう
努め、常に連携強化を図ることができた。

・引き続き連携強化を図っていく。 社会福祉課

Ⅰ　人権の尊重

２　女性と男性の間に生じる暴力（DV)の防止と対応

④ＤＶの防止と対応のための関係機関等との連携・協力



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P32）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

29 保育所・幼稚園・こ
ども園における男女
平等の保育・ 教育
の推進

乳幼児の保育や指導におい
て、男女平等の視点に配慮した
カリキュラムを行っているかを点
検し、必要に応じて見直しを行
います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

3年に1度のカリキュラムの見直し
及び作成を行った。

カリキュラムを各施設が活用し、
男女平等の視点で反省、評価
し、見直し、修正して活用するこ
とができた。

A：貢献できた カリキュラムを活用することで、乳幼児の実態や
発達を学び、更に指導力を身につけることができ
た。男女平等の視点を常に意識しながら、指導
することで、保育者の指導力が向上し、より良い
乳幼児の成長を促すことにつながった。

保育一元カリキュラムの見直し、実
践をする中で、男女平等の視点から
反省、評価、見直し、修正した点を園
内で共通理解し、より男女平等の視
点で分かりやすく記載して活用する。

こども保育課

30 保育・ 幼児教育関
係者の男女平等教
育に関する内容を
盛り込んだ研修の
実施

保育所・幼稚園・こども園職員
に対して、男女平等教育に関す
る内容を盛り込んだ研修を実施
します。

【取り組み内容】
男女平等教育に関
する内容を盛り込ん
だ研修の実施回数
【目標値】
年3回
【元年度実績】
3回

人権研修の中に男女平等教育
の時間を設け職員に対する意識
付けを行った。

人権研修を保育・教育計画に位
置づけ、担当者が研修計画を作
成、実施した。その中で、男女平
等の視点で、施設内で話し合っ
たり、視覚的教材（DVD)や講師
を招へいし、職員の意識付けを
行う施設もあった。

A：貢献できた 各施設が、人権研修を含めた保育・教育計画に
取り組むことで、職員の意識変容になり、保育指
導にも活かされている。

保育・教育計画に基づき、今後も研
修内容の見直しを図るとともに、保
護者への啓発の工夫を検討し継続
していく。

こども保育課

31 父親の子育て参画
を意識した情報提
供

保育所・幼稚園・こども園の事
業実施において、父親の子育て
参画を促す情報を提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

参観日等、父親が参加しやすい
内容の工夫や日時の設定。およ
び運動遊びの推奨のプリントの
配布などによる情報提供。

父親が参加しやすい内容の工夫
により、参観日等に父親の参加
が増えている。
このような機会を捉えて、園（所）
生活や保育内容の説明や、保護
者アンケートを実施した。

A：貢献できた 施設行事を工夫した結果、父親参加が増え、行
事後の保護者アンケートに父親の感想が記載さ
れるなど、父親の子育て参画意識を高めること
ができた。

今後も施設からのたよりを活用し、
家庭内で父親と一緒に遊べる情報を
提供するなど、父親の子育て参加に
向けた情報提供に取り組む。

こども保育課

Ⅰ　人権の尊重

３　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

①就学前における男女平等教育の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P32～33）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

32 男女平等の視点を
盛り込んだ人権尊
重教育の推進

人権尊重教育の一環として、男
女平等について学ぶ授業等を
行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

人権尊重教育の一環として、男
女平等について学ぶ道徳の授業
等を行った。

人権尊重教育の一環として、男
女平等について学ぶ道徳の授業
等を行った。

A：貢献できた 近年、LGBT等の人権に係る対応が喫緊の課題
になっており、教職員の関心も高い。広い意味で
の「男女平等の視点を盛り込んだ人権教育」が
進んでいる。

人権教育の在り方も多様化に対応
する必要がある。まずは、千葉県教
育委員会が毎年、更新発出している
「人権教育指導資料」に基づき、指
導計画を立てていく必要がある。

指導課

33 男女平等の視点に
立った教育相談、適
応指導教室の推進

教育相談、適応指導教室の運
営を行う上で、男女平等の視点
に配慮し、個に応じた相談、指
導を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女平等の視点に配慮しながら
教育相談や適応指導教室の運
営に努めた。

男女平等の視点を大切にしなが
ら保護者や児童生徒の相談に対
応した。
男女平等の視点に配慮しながら
適応指導教室の運営に努めた。

A：貢献できた 男女共同参画の視点に立って、母親、父親の子
育てに対する悩みや子どもの教育相談を受ける
ことができた。
適応指導教室の運営に男女共同参画の視点や
配慮を取り入れ、利用者一人ひとりの子に応じ
た支援を進めた。

男女平等の視点に立った教育相談
や適応指導教室の運営を進めてい
く。

総合教育セ
ンター

34 男女平等の視点に
立った進路指導の
実施

進路指導を行う上で、生徒や保
護者に対し、男女平等の視点に
配慮し、個に応じた指導を行い
ます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

進路指導を通して、近隣学校の
男子校・女子校・共学校について
知り、それぞれのよさについて考
える学級活動の授業等を行っ
た。
また、進路指導は性別にかかわ
らず、一人ひとりの可能性に応じ
指導を行った。

各学年に応じた進路指導では、
保護者や卒業生から話を聞いた
り、近隣学校の男子校・女子校・
共学校について知ったりする等、
それぞれの良さについて考える
授業を行った。進路指導は、性
別に関わらず、一人ひとりの個
性に応じた指導を行った。

A：貢献できた 男女を問わず、様々な立場の人から話を聞いた
り、いろいろな学校の良さを知ったりすることで、
生徒の進路に向けた捉え方が広がり、一人ひと
りの進路指導に活かされた。

男女平等の視点に立った進路指導
について、教職員の共通理解を確実
に行っていく。

指導課

35 男女平等の視点に
立った職場体験学
習の実施

職場体験学習を行う上で、男女
平等の視点に配慮し、個に応じ
た職場体験学習に取り組めるよ
うにします。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

小学校では職場見学、中学校で
は職場体験を実施した。男女分
け隔てなく、人と関わりながら
個々の個性と能力を生かすこと
を学ぶための教育活動を進め
た。

職場見学、職場体験では、男女
の分け隔てなく、個々の興味・関
心に応じて職場を選択して行っ
た。

A：貢献できた 男女の分け隔てなく、働くことの意味や役割を働
く方々から直接学んだことで、勤労観や職業観を
養った。

男女平等の視点に配慮し、個に応じ
た職場見学・体験を推進していく。

指導課

36 校務分掌等におけ
る固定的性別役割
分担の解消

性別にとらわれず、適材適所、
能力開発の視点により教員の
職務分担（校務分掌）を行いま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

性別にとらわれず、適材適所、
能力開発の視点により、各学校
において、教員の職務分担（校
務分掌）が行われている。
校務分掌は、校長が行ってい
る。

性別にとらわれず、適材適所、
能力開発の視点により、各学校
において、教員の職務分担（校
務分掌）が行われている。
校務分掌は、校長が行ってい
る。

B：あまり貢献
できなかった

適材適所の、能力開発の視点で校務分奏は決
めているものの、教育の場においては、性別より
も、児童生徒との関係性に重点をおいた分掌と
ならざるを得ない。

引き続き、固定的性別役割の解消に
向けて役割分担等を見直す。

指導課

37 校長、教頭等への
登用のための機会
均等化の促進

校長、教頭等への登用につな
がる学校経営研修会への参
加を促進します

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女の区別なく研修への参加
を進めている。

管理職の女性の比率が高まるよ
うに、女性の研修への参加を引
き続き進めている。

B：あまり貢献
できなかった

管理職への登用のための機会均等化を促進し
ているものの、令和元年度末の人事異動におい
て、女性管理職の割合は前年度比から微増で
あった。

引き続き、学校経営研修会への参加
を促進していく。

学校教育課

38 学校における男女
混合名簿の推進

男女平等の視点から、学校に
おいて男女別に分けない名簿
の使用を検討し、実施を行い
ます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

目的によって名簿を使い分けを
する場合がある。

児童生徒の健康診断に係る名簿
については男女別に分ける必要
があるが、その他については男
女混合名簿を使用するよう努め
ている。

B：あまり貢献
できなかった

使用目的によっては男女混合名簿を使用するこ
とは難しい。

可能な範囲で男女混合名簿の使用
に努めていく。

学校教育課

39 教職員に対する男
女共同参画に関す
る研修の実施

教職員に対し、ＬＧＢＴの理解
促進も視野に入れ、男女共同
参画に関する研修等を実施し
ます。

【取り組み内容】
教職員に対する男
女共同参画等に関
する研修等参加回
数
【目標値】
年3回
【元年度実績】
2回

様々な事業からのアプローチに
より、ＬＧＢＴの理解促進に対す
る理解のための研修を取り入
れている学校が微増傾向にあ
る。学校図書館にLGBTを含め
た人権に関する図書コーナーを
設けるよう通知した。

LGBTに関する具体的な指導や
支援の在り方について、管理職
研修会が行われ、各学校の状況
に応じた対策がなされた。

A：貢献できた 近年、LGBT等の人権に係る対応が喫緊の課題
になっており、教職員の関心も高い。学校におい
ては、実際にLGBTの生徒に対応しているところ
もある。男女共同参画に関する研修の在り方
は、「理解促進」から「実際の方策のあり方」へと
移行している。

人権教育の在り方も多様化に対応
する必要がある。まずは、千葉県教
育委員会が毎年、更新発出している
「人権教育指導資料」に基づき、指
導計画を立てていく必要がある。

指導課

40 保護者が参加しや
すい保護者会等の
実施

より多くの保護者が参加できる
よう、日程や懇談会の内容等
に配慮した取り組みを行いま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

より多くの保護者が参観や学校
行事に参加しやすくするため
に、休日に実施・開催するととも
に、その内容についても工夫し
ている。
各学校の取り組みなので、学校
の月行事予定を提出してもら
い、休日の授業参観や学校行
事を確認した。

より多くの保護者が参観や学校
行事に参加しやすくするため
に、休日に実施・開催するととも
に、その内容についても工夫し
ている。
各学校の取り組みなので、学校
の月行事予定を提出してもら
い、休日の授業参観や学校行
事を確認した。

A：貢献できた 保護者会については、休日と平日の両方に開催
することで、保護者の状況に応じることができて
いる。

引き続き、より多くの保護者が参観
や学校行事に参加しやすくするため
に、休日に実施・開催するとともに、
その内容についても工夫していく。

指導課

41 懇談会等における
保護者への男女平
等に関する認識の
働きかけ

懇談会等において、男女平等
や男女共同参画に関心を持
ち、参考になるような資料提供
等を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

懇談会等において、男女平等
や男女共同参画に関する働き
かけができなかった。

懇談会等において、男女平等
や男女共同参画に関する働き
かけができなかった。

C：貢献できな
かった

懇談会等の内容は多岐にわたるが、学校の行
事や児童生徒の生活等に係る話題が優先され
るので、時間的に取り入れることが難しかった。

引き続き、懇談会等において、男女
平等や男女共同参画に関心を持
ち、参考になるような資料提供等に
努める。

指導課

Ⅰ　人権の尊重

３　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

②学校における男女平等教育の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P33）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

42 事業所に対する男
女共同参画に関す
る研修等の開催

事業所が男女共同参画への理
解を深めるため、商工会議所と
ともに研修及び講演会等を開催
します。

【取り組み内容】
事業所等の男女共
同参画に関する研
修等開催回数
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
実施なし

実施なし 実績なし D：事業を実施
できなかった

- 男女雇用機会均等法に関する情報
提供があった場合は、周知に取組
む。また男女共同参画センターととも
に、周知を図る。

産業振興課

43 男女共同参画に関
する講座等の開催

男女共同参画に関する講座を
開催します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

幼児家庭教育学級や育児講座
等の講座では、男女共同参画に
ついての講義を行うことができ
た。

幼児家庭教育学級や育児講座
で、父親、母親としての子育ての
役割を学習した。

A：貢献できた 親としての役割、子育てについて理解を深める
事が出来た。
父親参加型講座を実施した。
父母共に協力しての子育てなので、多く父親にも
参加して欲しかったが、仕事で参加は少なかっ
た。

家族として役割を果たし、男女共同
参画による子育てについて学習する
機会を設けていく。
公民館によっては参加できない父親
もいたので、実施の検討が必要。

公民館

44 男女平等の視点に
立った幼児・家庭教
育学級の実施

幼児家庭教育学級及び家庭教
育学級の実施について、男女
平等や男女共同参画の視点に
配慮し、日程や内容等の検討を
行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

多くの公民館で、幼児家庭教育
学級やPTA家庭教育学級で男女
平等や男女共同参画に配慮した
日程や内容で実施したが、一部
の公民館では休日の実施ができ
ず父親の参加がなかった。

幼児家庭教育学級、育児講座に
おいて、父親の参加が見られ
た。
幼児家庭教育学級や親と子のふ
れあい講座では、母親・父親とも
に参加する、男女共同参画に関
する講義を行った。

A：貢献できた 幼児家庭教育学級、育児講座に父親が参加した
事により、子育ては父親と母親が協力して行い、
家族としてのパートナーシップを図る事を学ん
だ。
父親も参加できるよう日程、内容を考慮して講座
を実施した。

父親が参加出来るような内容などを
吟味していく。平日であっても、父親
が参加しやすい学習内容や雰囲気
作りを心がける。

公民館

45 誰もが参加しやすい
日時・場所・保育等
に配慮した講座づく
り

講座の実施について、誰もが参
加できるよう日時・場所・保育等
に配慮します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

誰もが参加できるように、平日だ
けではなく休日も講座を開催し
た。
子育てに関する講座では保育用
の部屋と親が講座を受ける部屋
を確保した。子育て以外の講座
でも保育付きの講座を７公民館
中３公民館で実施した。

幼児家庭教育学級において、父
親が参加出来るように、土曜日
に実施した。
誰もが参加できるように、平日だ
けではなく休日も講座を開催し
た。
子育てに関する講座では保育用
の部屋と親が講座を受ける部屋
を確保した。子育て以外の講座
でも保育付きの講座を実施した。

A：貢献できた 幼児家庭教育学級、育児講座に父親が参加した
事により、子育ては父親と母親が協力して行い、
家族としてのパートナーシップを図る事を学ん
だ。
日時・保育に配慮した講座を実施した。

父親が参加しやすいように、開催の
日程を検討していく。
子育て支援の視点からも保育付き講
座を今後も実施する必要性はある
が、予算との兼ね合いもある。

公民館

46 女性のエンパワー
メントのための支援

公民館利用団体に対して、女
性のエンパワーメントにつなが
る学習や情報の提供等を行い
ます。

【取り組み内容】
男女共同参画に関
連する講座実施回
数
【目標値】
各公民館で年1回以
上
【元年度実績】
公民館「幼児家庭教
育学級」において父
親参加学級2回実施

女性のエンパワーメントのため
の支援に関する講座は実施で
きなかった。
また、ロビーの目の届きやすい
場所に、男女共同参画協働セ
ンターからのパンフレットやチラ
シ等を常時設置して情報提供を
行った。

幼児家庭教育学級や育児講座
で、父親、母親としての子育ての
役割を学習する講座を実施し
た。
また、ロビーの目の届きやすい
場所に、男女共同参画センター
からのパンフレットやチラシ等を
常時設置して情報提供を行っ
た。
保育の必要な人が優先の、保育
付き、講座を実施。

A：貢献できた 親としての役割、子育てについて理解を深める
事が出来た。
情報提供をすることで、女性のエンパワーメント
の推進を図った。

引き続き、男女共同参画に関連する
講座の実施と、情報提供等で意識啓
発に努める。

公民館

Ⅰ　人権の尊重

３　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

③家庭、地域、職場における男女平等教育・学習の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P34）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

47 男女共同参画社会
づくりのための情報
紙の発行

市民との協働により情報紙を発
行し、広く市民の手に届くよう配
布します。

【取り組み内容】
情報紙の発行回数
【目標値】
年3回
【元年度実績】
年3回

男女共同参画社会づくり情報紙
「きらきら」を市民6名と共に作成
し、学校や関係機関等に配布し
た。
第42号：おとう飯（はん）でつなが
ろう‼（14,000部）
第43号：起業して輝くキラリさん
♪2018（16,000部）
第44号：世界中に桜吹雪を～中
高 生 た ち の ロ ボ ッ ト チ ー ム ～
（14,000部）

男女共同参画社会づくり情報紙
「きらきら」を市民9名と共に作成
し、学校や関係機関等に配布し
た。
第45号：「ありがとう」が心の支え
～習志野市運転ボランティアの
会～（14,000部）
第46号：子育て応援・女性の活
躍！働き方改革で受賞（16,000
部）
第47号：野球大好き！ふたりの
女子小学生～家族と仲間とワン
チーム～（14,000部）

S：大いに貢献
できた

情報紙を保育所、幼稚園、学校等に配布し子ど
も持つ比較的若い世帯に性別役割分担意識を
考える機会とした。
また、年3回のうちの1回は商工会議所会報への
挟み込み協力をいただき、市内事業所商工会議
所会員の周知に努めた。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から編集会議ができず7月号
の発行は中止した。年2回の発行の
中で、男女共同参画、男女平等に関
する読み手の意識啓発に繋がる特
集企画について編集委員と共に検
討し作成する。

男女共同参
画センター

48 男女共同参画週間
における講演会等
の実施

毎年行われる国の男女共同参
画週間に合わせ、講演会等を
実施します。

【取り組み内容】
男女共同参画週間
に合わせた講演会
等の実施
【目標値】
年1回
【元年度実績】
年1回

男女共同参画週間に合わせ講
演及びシンポジウムを実施した。
テーマ：見つめてみよう！私たち
の働き方～仕事・家庭・地域の調
和（ハーモニー）～
日時：H30.7.29（日）午後
1:30～4:00
会場：市庁舎GF階大会議室
来場者：51人（託児11名）

男女共同参画週間に合わせ講
演会を実施した。
テーマ：元祖イクメン安藤哲也さ
んに聞く 人生100年時代のライ
フシフトってなあに？

日時：R1.6.30　午前
10:00～12:00
会場：サンロード津田沼 6階大
会議室
来場者：53人（託児14名）

A：貢献できた 男女共同参画を推進するために、ライフシフトを
テーマに生き方を考える講演会を開催した。
例年に比べ、男性の参加者が多く、30歳代～50
歳代の若い世代の参加が多かった。
人生100年時代について、来場者に意見を聞い
たところ、30歳代、40歳代は不安な意見が多く、
70歳代、80歳代は前向きな意見が多く見られ
た。講演会を通じて、参加者が人生100年時代を
考える良いきっかけとなった、

新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から講演会中止とするが、
ホームページや広報紙等を活用して
意識啓発に努める。

男女共同参
画センター

49 広報、ホームページ
等メディアの活用に
よる啓発

男女共同参画センターで行って
いる事業や、女性の活躍推進
等に関する情報を、広報、ホー
ムページ等を通じて発信しま
す。

【取り組み内容】
ホームページ等によ
る啓発
【目標値】
年10回
【元年度実績】
年39 回

男女共同参画センター主催事業
の開催及び報告
登録団体のイベント周知
情報紙きらきらの周知
市民・事業所アンケート（ＷＬＢ調
査含む）の実施及び結果報告
男女共同参画コラム（ＡＶ出演強
要・ＪＫビジネス）　等

男女共同参画センター主催事業
の開催及び報告
登録団体のイベント周知
情報紙きらきらの周知
男女共同参画コラム（SOGIという
言葉を知っていますか？）
JKビジネス・AV強要問題につい
てホームページに掲載。

S：大いに貢献
できた

広報及びホームページを活用し、市主催事業の
他、男女共同参画登録団体のイベントについて
も周知の支援を行い、意識啓発に努めた。
講座の周知は、ホームページの他にツイッターを
活用。またチラシにＱＲコードを掲載し、申込入
力画面に遷移させるなど、若い年代の情報入手
アクセスに工夫を図ることで、より多くの人の講
座参加が期待でき、男女平等の意識づくりへと
つながる。

市民に対する意識啓発のため、積極
的にホームページ・ツイッターを活用
していく。

男女共同参
画センター

50 男女共同参画社会
づくりのためのパン
フレット等の発行と
提供

男女共同参画に関するパンフ
レット等を作成、発行します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市独自のパンフレット発行は行っ
ていない。
内閣府作成のパンフレットをセン
ターに配架し、提供した。

パンフレットの作成を検討した
が、市独自のパンフレットの作成
には至らなかった。

B：あまり貢献
できなかった

新たなパンフレットの作成・発行はできていない
が、国のパンフレットを活用し、意識啓発に努め
た。

引き続き、国が作成のパンフレットを
活用し、令和2年度の市独自のパン
フレット作成は行わない。
効果的なパンフレットについて検討を
行う。

男女共同参
画センター

51 市職員に対する男
女共同参画に関す
る研修の実施

新規採用職員を対象として、
男女共同参画の理解を深める
研修を実施し、男女共同参画
に関する意識の向上を目指し
ます。

【取り組み内容】
市職員対象の男女
共同参画に関する
研修の実施
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
1回

新規採用職員研修の科目として
「男女共同参画について」を実施
しました。
・平成30年10月30日　50名

新規採用職員研修の科目として
「男女共同参画について」を実施
しました。
・令和元年10月16日　46名

A：貢献できた 毎年、新規採用職員研修（後期）の中で、「男女
共同参画について」の研修を実施している。
男女共同参画に関する基礎的な知識を身に付
けるとともに、男女共同参画社会の実現に向け、
考えるきっかけづくりとなっている。

現在実施している研修の中に、性の
多様性に関する内容を含め実施す
る。

人事課

52 民生委員・児童委
員に対する男女共
同参画に関する啓
発の推進

市民生活に直結している民生
委員・児童委員を対象とする
男女共同参画に関する啓発を
推進し、研修の参加を促しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女共同参画に関するシンポジ
ウム（平成30年度千葉県男女共
同参画推進連携会議全大会・女
性活躍推進特別部会合同シンポ
ジウム）への参加を促した。

令和元年度は男女共同参画に
関する研修会等の周知なし。

B：あまり貢献
できなかった

令和元年度については、男女共同参画に関する
啓発活動を促す研修会の開催やチラシ等の配
布もなかったため、あまり貢献できなかった。

引き続き男女共同参画に関する啓
発を推進していく。

社会福祉課

53 男女共同参画につ
いての庁内啓発

市職員が使用する庁内コン
ピューターネットワークシステ
ム（ＬＡＮ）に男女共同参画に
関する情報を掲示し、啓発を
行います。

【取り組み内容】
市職員への啓発回
数
【目標値】
年3回
【元年度実績】
年4回

職員啓発紙ピーナ通信のキャ
ビネットへの掲載（2回）と、男女
共同参画週間事業（1回）や多
様な性に関する研修会（2回）は
掲示板に掲載し周知に努めた。

職員啓発紙ピーナ通信のキャ
ビネットへの掲載（2回）を行うほ
か、男女共同参画週間事業講
演会の周知や、男女共同参画
に関する市職員意識調査結果
をまとめ掲示板に掲載した。

A：貢献できた 平成29年度まで活用していた職員用パソコン
の壁紙使用はシステム変更によりできなくなっ
たため、掲示板やキャビネットへの掲載など周
知の方法を切替え、職員の意識啓発に努め
た。

職員が意識するよう、日頃から男女
共同参画について継続的に掲示板
等を活用する。

男女共同参
画センター

54 男女共同参画に関
する講座、イベント
の開催

男女共同参画に関する講座や
イベントを開催します。

【取り組み内容】
講座、イベントの開
催回数
【目標値】
年3回以上
【元年度実績】
年3回

①女性のための再チャレンジ講
座 H30,10/19,10/23,10/30
実人数43人（延101人）
保育実人数15人（延22人）
②男女共同参画啓発講座
H31,2/14,2/21,2/28
実人数41人（延109人）
保育実人数26人（延70人）
③子育て応援セミナー
H30.12/9
参加人数13人、保育13人

①女性のための再チャレンジ講
座
R1.5.16、5.23、5.30
実人数43人（延97人）
保育実人数15人（延27人）
②男女共同参画啓発講座
R1.10.29、11.5、11.20
実人数47人（延121人）
保育実人数21人（延48人）
③子育て応援セミナー
R1.11.30
参加人数34人、保育12人

S：大いに貢献
できた

再就職・起業を希望する女性を対象に「女性の
ための再チャレンジ講座」を、実施した。
「男女共同参画啓発講座」は、女性を対象にア
ンガーマネジメント講座を実施した。
「子育て応援セミナー」では、「ふたりで同時に
親になる　笑顔が増えるコミュニケーション術」
をテーマに講座を開催した。
対象の異なる各講座の実施により、男女共同
参画に関する講座を企画し、意識啓発を図っ
た。

より多くの市民に参加いただくために
も、参加者の関心のある講座企画を
行う。

男女共同参
画センター

Ⅰ　人権の尊重

４　男女平等の意識づくり

①男女平等推進のための意識啓発



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート①
（計画書　P35）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

55 ＤＶＤ等のメディアの
活用

男女共同参画に関するＤＶＤ等
の活用を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市内3幼稚園に対して人権教育
の目的で使うための映像資料の
貸し出しを行った。

市内1幼稚園に対して人権教育
の目的で使うための映像資料の
貸し出しを行った。

A：貢献できた 新たな資料購入は行っていない。現有している
資料目録をホームページで公開している。

ホームページでのDVD等資料目録
の公開を継続する。

総合教育セ
ンター

56 男女共同参画関係
図書及び情報の収
集と提供

男女共同参画に関する図書及
び資料を整備・提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

31年度末蔵書数　1,047冊
図書貸出冊数　　　101冊

令和元年度末蔵書数928冊
図書貸出冊数147冊

A：貢献できた 男女共同参画や子育て、ＤＶ、ＬＧＢＴに関する書
籍や、各種講座等の講師の書籍を中心に蔵書を
進めた。
情報紙きらきらにおいても、、「編集委員のおす
すめ図書」として、センター内の図書紹介を行い
情報提供に努めた。

未返却図書の事務処理手順を作成
し、未返却者への返却の催促及び、
適切な蔵書管理を行う。

男女共同参
画センター

56 男女共同参画関係
図書及び情報の収
集と提供

男女共同参画に関する図書及
び資料を整備・提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

平成30年度においては59冊の関
係資料を収集した。

令和元年度においては52冊の関
係資料を収集した。

A：貢献できた 資料を充実させ、市民に情報を提供することが
できた。

出版情報に留意し、男女共同参画に
関する図書の継続的な収集に努め
る。

図書館

57 市職員の男女共同
参画に関する意識
調査の実施

次期基本計画策定のための資
料とするため、次期計画策定時
に職員意識調査を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

多様な性的指向や性自認に関す
る職員アンケートを実施した。
期間：H30.12.3～H30.12.14
対象：市長部局・各行政員会・会
計課の正規職員、再任用職員、
臨時的任用職員
回答数：1,080人

男女共同参画に関する職員アン
ケートを実施した。
期間：R1.5.13～R1.5.31
対象：市長部局・各行政委員会・
会計課の正規職員、再任用職
員、臨時的任用職員
回答数：1,452人

A：貢献できた 次期男女共同参画基本計画の策定にむけた資
料とするため、市職員の男女共同参画意識の把
握を目的に実施した。

次期計画策定時に、男女共同参画
に関する職員対象の意識調査の実
施をを計画する。

男女共同参
画センター

58 市民及び事業所の
男女共同参画に関
する意識調査の実
施

次期の基本計画策定時の参
考とするため、市民及び事業
所の男女共同参画に関する意
識調査を実施します。

【取り組み内容】
市民及び事業所に
対する男女共同参
画に関する意識調
査の実施
【目標値】
現計画中に1回
【元年度実績】
平成30年度に実施
済み

①男女共同参画に関する市民意
識調査
対象：本市の住民基本台帳に記
載されている20歳以上の男女各
千人（2千人）
調査方法：住民基本台帳から無
作為抽出で郵送配布
調査期間：7/24～8/10
回収率：33.3％
②男女共同参画に関する事業所
調査
対象：平成26年経済センサス基
礎調査を活用し、500事業所を無
作為抽出
調査期間：7/24～8/10
回収率22.9％

平成30年度に実施済み S：大いに貢献
できた

男女共同参画に関する市民及び事業所の調査
結果については、次期計画策定の基礎資料とし
て活用した。

次期計画策定時に、男女共同参画
に関する市民及び事業所の意識調
査を実施する。

男女共同参
画センター

Ⅰ　人権の尊重

４　男女平等の意識づくり

②男女平等推進のための情報収集と調査研究



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート②
（計画書　P36）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

59 【女性活躍】
審議会等への女性
委員の登用の推進

各種審議会等委員への女性の
積極的な登用を推進します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

平成29年12月に総務部次長、協
働経済部次長の連名で「習志野
市審議会等の設置及び運営等
に関する指針」に基づき、庁内各
部署が所管する審議会等におい
て、女性委員の積極的な登用依
頼を通知した。

平成29年11月に総務部次長、協
働経済部次長の連名で「習志野
市審議会等の設置及び運営等
に関する指針」に基づき、庁内各
部署が所管する審議会等におい
て、女性委員の積極的な登用依
頼を通知した。

R1.11月に総務部次長、協働経
済部次長の連名で「習志野市審
議会等の設置及び運営等に関
する指針」に基づき、庁内各部署
が所管する審議会等において、
女性委員の積極的な登用依頼を
通知した。

A：貢献できた 審議会等の女性委員登用の現状及び積極的な
登用依頼について、毎年継続して通知している。
しかしながら、「習志野市審議会等の設置及び
運営等に関する指針」で規定する4割に届かず、
3割前後を推移している。

女性委員不在の審議会等について
は、その理由を把握するとともに、各
審議会の任期満了時や改選の際
に、女性委員の登用を検討いただく
よう周知を図る。

男女共同参
画センター

59 【女性活躍】
審議会等への女性
委員の登用の推進

各種審議会等委員への女性の
積極的な登用を推進します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

審議会等への委員の委嘱に際し
て、各担当課からの事前協議の
段階で、男女共同参画の視点か
ら委員構成を検討するよう指導し
た。

審議会等における委員の委嘱の
際に、担当課からの事前協議の
段階で、男女共同参画の視点か
ら委員構成を検討するよう指導し
た。

審議会等における委員の委嘱の
際に、担当課からの事前協議の
段階で、男女共同参画の視点か
ら委員構成を検討するよう指導
した。
また、各担当にて男女の構成比
を意識できるよう委員名簿の書
式を作成し、担当管理用のもの
には性別を記載するようにした。

A：貢献できた 男女共同参画の視点を持って選考を行うよう指
導することについて、事前相談、協議の段階で徹
底することができていた。これにより、公募委員
など、充て職によらない委員の委嘱については、
女性の積極的な登用を推進することができてい
た。

各審議会等の担当者に男女共同参
画の視点からの委員構成を検討す
ることが、まだ十分に意識付けされ
ていない。
したがって、引き続き、事前協議の
際などに、男女共同参画の視点から
の委員構成を検討するよう呼びかけ
続けるとともに、指針等の周知を推
進する。

総務課

60 男女共同参画の視
点を持った人材情
報・人材リストの整
備提供

男女共同参画の視点を持った
人材情報を整備し、活用しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

「習志野市男女共同参画人材リ
スト整備実施要領」を改正し庁内
電子キャビネットに人材リストを
掲載し、各部署職員が人材リスト
の情報にアクセスしやすい環境
とした。
また、人材リスト名簿を更新し24
名が登録。しかし、29年度も人材
リストの活用実績はなかった。

平成３０年度中、人材リストから、
１課５名の情報提供を行った。

R1年度は、他課から情報提供依
頼の申出はなかった。

H29年度以降の当センター事業
協力者に、人材リスト登録依頼を
行ったところ、新たに6名の登録
者があった。（R1年度末登録者
30名）

A：貢献できた 庁内において人材リストの活用はされなかった
が、登録者は6名増加し30名となった。

人材リスト登録の趣旨を理解いただき、それぞれ
がもつ専門分野を生かしたいという意欲のある
人材が得られた。

人材リストの目的及び活用につい
て、庁内に周知するとともに、男女共
同参画の視点を持った人材情報の
収集に努める。

男女共同参
画センター

61 政治的関心を高め
るための常時啓発
事業

常時啓発事業を実施して投票
率向上を図ることにより、結果
的に政治における女性の参加・
参画の促進の効果を高めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

常時啓発事業の一環として、以
下の教育機関で主権者教育（出
前授業）を実施した。
・市内高等学校4校
・近隣特別支援学校高等部2校

主権者教育（出前授業）を通し
て、啓発を図る。
・市内高等学校３校
・近隣特別支援学校高等部２校
・市立中学校１校
・市立小学校１校

常時啓発事業の一環として、
以下の教育機関で主権者
教育（出前授業）を実施した。
・市内高等学校3校
・近隣特別支援学校高等部
　2校

S：大いに貢献
できた

授業として実施することで、生徒は性差なく
主権者としての心構え等を学ぶ機会と
なった。

成果を高めるためには早期教育の
実施が有効であることから、今後は
市内中学校と協議しながら拡大を
図っていく。

選挙管理委
員会

62 開かれた議会への
取り組み

市民により一層身近で親しみや
すい市議会を目指し、ホーム
ページや市議会報の改善に取
り組むとともに、市議会の傍聴
や議会報の購読推進を図りま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

傍聴者を増やす取り組みとして、
傍聴規則の一部改正(市庁舎新
設に伴う傍聴定員の拡大）及び
市議会ホームページへ「傍聴の
ご案内」の掲載を行った。市議会
報配布促進の取り組みについて
は、発行日の早朝駅前配布を継
続実施した。

傍聴者を増やす取り組みとして、
市議会ホームページや議会報に
「傍聴のご案内」を掲載した。ま
た議会報については、平成30年
度に表紙を従来の2色刷りからフ
ルカラーに刷新し、表紙を飾る応
募写真がより映え、好評を得てい
る。結果、表紙写真の応募も増
え、写真のクオリティも向上して
いる。

傍聴者を増やす取り組みとして、
昨年度に引き続き、市議会ホー
ムページや議会報に「傍聴のご
案内」を掲載した。また、昨年度
好評を得た議会報表紙のフルカ
ラー印刷についても、継続して
行った。

A：貢献できた 開かれた議会を目指す取り組みとして、ダイバー
シティの観点から車いす利用の方や小さなお子
様連れの方用の特別傍聴室等の設備につい
て、市議会ホームページで周知した。

市議会ホームページ、議会報の掲載
内容やレイアウトを定期的に見直
し、開かれた議会を目指した情報発
信を継続する。

議会事務局

63 【新規】【女性活躍】
市役所女性職員の
活躍推進

女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画に基づき、女
性が働く職域の拡大を図るとと
もに、指導的立場につく女性の
育成・支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

①管理的地位に占める女性の割
合を30％以上にするという目標
に対し、目標設定時点（平成26
年度）26.2%だったが、平成29年
度は26.9%となった。
②平成31年度までに、係長職に
占める女性割合を40％以上にす
るという目標に対し、目標設定時
点（平成26年度）37.3%だったが、
平成29年度は43%となった。

①管理的地位に占める女性の割
合を30％以上にするという目標
に対し、目標設定時点（平成26
年度）26.2%だったが、平成30年
度は27%となった。
②平成31年度までに、係長職に
占める女性割合を40％以上にす
るという目標に対し、目標設定時
点（平成26年度）37.3%だったが、
平成30年度は46.8%となった。

①管理的地位に占める女性の割
合を30％以上にするという目標
に対し、目標設定時点（平成26
年度）26.2%だったが、平成30年
度は27%となった。
②平成31年度までに、係長職に
占める女性割合を40％以上にす
るという目標に対し、目標設定時
点（平成26年度）37.3%だったが、
平成30年度は46.8%となった。

A：貢献できた 政策・方針決定における女性の参画の視点にお
いて、管理的な地位に占める女性の割合及び、
次世代の管理的地位になるべく係長職に占める
女性の割合の向上を目指し、適材適所の配置を
行ってきた。
その結果、目標値に向かい徐々に女性の割合
が増加してきている。

管理的地位に占める女性割合が少
ない背景や原因を分析し、より 効果
的な取り組みを検討する

人事課

64 【女性活躍】
能力向上、意識啓
発のための各種研
修への女性職員の
参加促進

各種研修の参加を促進し、女性
職員の行政能力のさらなる向上
に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

①自治大学校への研修生の派
遣で、女性職員では初の２部課
程へ派遣した。(1名)
②外部機関の主催する女性リー
ダー研修へ派遣を行った。(1回
1名)
③管理監督職前の職員に対する
女性活躍推進研修を例年通り実
施した。(1回　25名）

①外部機関の主催する女性職員
の交流会へ派遣を行った。（１回
１人）
②管理・監督職昇任前の女性職
員に対し、女性職員活躍推進研
修を例年通り実施した。（１回２２
人）

①自治大学校への研修生の派
遣で、第1部・第2部特別課程へ
女性職員を派遣した。（1名）
②管理・監督職昇任前の女性職
員に対し、女性職員活躍推進研
修を例年通り実施した。（１回２４
人）

A：貢献できた 自治大学校や、外部機関の主催する研修会、交
流会、毎年市が主催している女性職員活躍推進
研修に、女性職員を参加あるいは派遣し、能力
の向上に努めている。

派遣対象者の選定等検討し、職員
の能力向上に繋げる。

人事課

Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動

１　政策・方針決定における女性の参画

①市政における女性の参画促進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート②
（計画書　P37）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

65 【新規】【女性活躍】
男女共同参画や女
性活躍推進に関す
る表彰・認定制度の
周知、並びに認定
に向けた支援

市内事業所や市民等に対し、
千葉県男女共同参画推進事業
所表彰制度や女性活躍推進法
に基づく認定制度「えるぼし」等
の周知を行います。また商工会
議所と連携し、認定に向けた支
援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

県から配布された千葉県男女共
同参画推進事業所表彰制度の
パンフレットを商工会議所に依頼
し、「商工習志野」と共に市内事
業所に配布した。
男女共同参画推進庁内担当者
会議に商工会議所職員にも参加
頂き、「えるぼし」等の認定・表彰
制度のパンフレットを作成。商工
会議所に依頼し「商工習志野」と
共に市内事業所へ配布し周知し
た。

平成29年度に作成した認定・表
彰制度のパンフレットを、市民協
働インフォメーションルームに掲
示し、男女共同参画週間事業
や、男女共同参画啓発講座の際
に、配置し周知を図った。

H29年度に作成した認定・表彰制
度のパンフレットを市民協働イン
フォメーションルームに掲示する
とともに、男女共同参画週間事
業や、男女共同参画啓発講座の
際に配置し周知を図った。

A：貢献できた 当センター主催の各種啓発講座で、参加者一人
ひとりに配布し、周知・啓発に努めた。

　平成29年度にパンフレットを作成以
降、認定・表彰を受けた市内事業所
の増減については把握できていな
い。
　このことから、市内事業所の認定・
表彰等の取得状況の把握に努め、
パンフレットの更新の必要性につい
て検討する。

男女共同参
画センター

65 【新規】【女性活躍】
若者の採用・育成に
関する認定制度の
周知、並びに認定
に向けた支援

市内事業所や市民等に対し、
青少年の雇用の促進等に関す
る法律に基づく認定制度「ユー
スエール」や、若者応援宣言企
業等の周知を行います。また商
工会議所と連携し、認定に向け
た支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

若者が活躍する市内企業を訪問
し、企業説明・職場見学・先輩社
員との交流を通じて、働くことへ
の理解を深め職業選択の参考と
して行った。
また、ユースエール認定企業・若
者応援企業冊子により習志野商
工会議所を通じて、企業等に周
知するとともに、ユースエール認
定企業の紹介を市のホームペー
ジに掲載している。

ユースエール認定企業の紹介を
市のホームページに掲載してい
る。

ユースエール認定企業の紹介を
市のホームページに掲載し、認
定企業の紹介等を行った。

B：あまり貢献
できなかった

若者応援宣言企業として、働くことへの理解を深
め職業選択の参考としてもらい、若者の採用、育
成並びに、中小企業への認定に関する周知が図
られた。

市内事業所がユースエール認定へ
の意思と理解を得られ、認定に向け
て理解が得られことが必要である。

産業振興課

65 【新規】【女性活躍】
仕事と介護の両立
支援に関する登録
制度の周知、並び
に登録に向けた支
援

市内事業所や市民等に対し、
仕事と介護の両立支援「トモニ
ン」等の周知を行います。また
商工会議所と連携し、登録に向
けた支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

庁内担当者として、本制度の周
知を行うためのチラシ作製を実
施した。また窓口や関係機関（シ
ルバー人材センター）に対しチラ
シの配布を行った。

高齢者の就業を支援する機関
（シルバー人材センター）に対し
て、市で作成した認定・表彰制度
のチラシを配布するとともに、窓
口等においても配架を行った。

高齢者の就業を支援する機関
（シルバー人材センター）に対し
て、市で作成した認定・表彰制度
のチラシを配布するとともに、窓
口等においても配架を行った。

B：あまり貢献
できなかった

昨年同様の取組みしか行えず、新しい事業を実
施できなかった。

引き続き、高齢者の就業を支援する
機関（シルバー人材センター）に対し
ての働きかけを継続するとともに、高
齢者の会合等において啓発を図って
いく。

高齢者支援
課

65 【新規】【女性活躍】
仕事と介護の両立
支援に関する登録
制度の周知、並び
に登録に向けた支
援

市内事業所や市民等に対し、
仕事と介護の両立支援「トモニ
ン」等の周知を行います。また
商工会議所と連携し、登録に向
けた支援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

庁内担当者会議の委員に選出し
た職員が、「トモニン」他企業の
認定登録制度に関するパンフ
レットの検討作業に参加し、完成
したパンフレットを窓口設置し内
容周知を図った。

周知を行っていない。 「トモニン」のパンフレットを窓口
設置し内容周知を図った。

B：あまり貢献
できなかった

制度の周知のみにとどまった。 効果的な周知方法の検討をする。 障がい福祉
課

65 【新規】【女性活躍】
仕事と子育ての両
立に関する表彰・認
定制度の周知、並
びに認定に向けた
支援

市内事業所や市民等に対し、
次世代育成支援対策推進法に
基づく認定制度（くるみん、プラ
チナくるみん）や、習志野市子
育て支援先端企業認証制度の
周知を行います。また商工会議
所と連携し、認定に向けた支援
を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女共同参画センター及び広報
課と協力し、習志野市子育て支
援先端企業認証制度のロゴマー
クを作成いたしました。
また、男女共同参画センターが
発行する、制度の周知を図る冊
子にロゴマークを掲載し、新規登
録の周知を図りました。

習志野市子育て支援先端企業
認証制度について、ホームペー
ジコンテンツへ掲載するととも
に、男女共同参画センターが発
行する制度の周知を図る冊子に
ロゴマークを掲載し、新規登録の
周知を図った。

習志野市子育て支援先端企業
認証制度について、ホームペー
ジコンテンツへ掲載するととも
に、男女共同参画センターが発
行している制度周知を図る冊子
を窓口に設置し、新規事業者登
録の周知を図りました。

C：貢献できな
かった

令和元年度中の新規登録事業者は０件であっ
た。

引き続き、習志野市子育て支援先端
企業認証制度をさらに周知するた
め、市ホームページの更新や商工会
議所・青年会議所などにも周知する
等、新規認証事業者の参入を図る。

こども政策課

66 【新規】【女性活躍】
女性活躍、ワーク・
ライフ・バランス（仕
事と生活の調和）等
に取り組む事業所
に対する入札制度
における優遇（イン
センティブ）の付与

女性の活躍やワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）等の
実現に向けて、積極的に取り組
む事業所の受注機会を増大す
る公共調達のしくみを導入しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

総合評価落札方式での入札がな
かった。
（参考：H26年度新庁舎建設、
H28年度給食センター建設の際
に総合評価落札方式を採用し
た。）

総合評価落札方式での入札が１
件あったが、男女共同参画等に
関する評価項目は設定されな
かった。

令和元年度は総合評価落札方
式での入札はありませんでした。

D：事業を実施
できなかった

入札制度における優遇の付与として、総合評価
落札方式が考えられ、総合評価落札方式を適用
する入札において、男女共同参画等に関する項
目を設定するよう関係課に依頼している。

地方自治法では契約の締結におい
ては価格競争が原則となっており、
例外として総合評価落札方式を適用
できるため、優遇の付与が出来る事
業が限られる。
対象となる入札において男女共同参
画等に関する項目を設定するよう更
なる周知を図る。
【次期計画に向けた問題点・改善点】
継続的に事業を実施する。

契約検査課

67 【新規】【女性活躍】
認定（表彰）を受け
た優れた事業所の
取り組みに対する
情報発信

優れた事業を表彰する諸制度
や、これらに認定（表彰）された
事業所やその取り組みを、好事
例として市民、事業所、学生等
に向けて幅広く情報発信しま
す。またこのような取り組みを進
める事業所を増やします。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

男女共同参画推進庁内担当者
及び商工会議所職員で認定・表
彰制度のパンフレットを作成。記
事に認定・表彰を受けた市内事
業所5社の取材を「表彰・認定を
受けた会社の声」として掲載する
とともに、認定・表彰を受けてい
る市内の事業所一覧を掲載し
た。
パンフレットは「商工習志野」と共
に市内事業所に配布した。

平成29年度に作成した認定・表
彰制度のパンフレットを、市民協
働インフォメーションルームに掲
示し、男女共同参画週間事業
や、男女共同参画啓発講座の際
に、配置し周知を図った。

2018年認定「くるみん」、2019年
「えるぼし」を取得した市内2事業
所について、情報紙「きらきら」で
特集した。
情報紙は16,000部を印刷し、そ
の配布先は、市内幼稚園・保育
所・こども園・小学校及び市内施
設のほか、商工会議所に協力い
ただき、「商工習志野」とともに、
市内事業所に配布した。

S：大いに貢献
できた

市内で認定・表彰を取得した事業所のインタ
ビューを市民ボランティアであるきらきら編集委
員が行い市民目線での記事を作成した。

市内で取得した事業所の経営者や担当者のイン
タビューは、具体的で分かりやすく伝わる記事と
なり、認定・表彰制度に関心のない事業所への
意識啓発を図る取り組みともなった。
啓発紙の発行を通して、国の認定を受けた事業
所は「優良企業」という市民への周知になるとと
もに、取得した事業所もイメージアップにつな
がっている。

　市内事業所の認定・表彰等の取得
状況の把握に努め、パンフレットの
更新の必要性について検討する。

また、学生に向けた情報発信につい
てあわせても検討する。

男女共同参
画センター

Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動

１　政策・方針決定における女性の参画

②事業所等における多様性（ダイバーシティ）の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート②
（計画書　P39～40）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

68 町会・ 自治会等の
活動への男女の共
同参画意識の啓発
及び意思決定への
女性の参画促進

連合町会連絡協議会との連携
のもと、町会・自治会等の活動
の啓発と男女共同参画意識の
向上に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

連合町会連絡協議会会議の中
で、各地区における女性の参加
状況等情報交換をするとともに、
視察研修等への参加を働きかけ
た。

連合町会連絡協議会会議の中
で、各地区における女性の参加
状況等情報交換をするとともに、
視察研修等への参加を働きかけ
た。

A：貢献できた 習志野市連合町会連絡協議会の会長が女性で
あり、男性が多い協議会の中でも、女性のリー
ダーとして町会・自治会活動に携わっている。
また、各町会の婦人部が独自に会議や研修を行
うなど活発に活動している。
自治功労者についても、男女分け隔てなく推薦
があり、受賞者が出た。

引き続き、各町会の婦人部の活動に
ついて、さらに充実したものとなるよ
う支援していく。
女性が町会活動に参加しやすい環
境作りと、受け入れ態勢の支援を継
続していく。

協働政策課

69 市民活動団体の支
援並びに市民活動
及びボランティア活
動の情報提供

市民活動団体を支援するととも
に、「習志野市ボランティア・市
民活動センター」と連携を図りな
がら、市民活動及びボランティ
ア活動の情報提供に努め、性
別にかかわらず、市民活動に参
画できるように促します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市民等から団体の紹介を求めら
れた際に、性別にかかわらず市
民協働インフォメーションルーム
登録団体の紹介やボランティア・
市民活動センターを紹介するな
ど対応を行った。

市民等から団体の紹介を求めら
れた際に、性別にかかわらず市
民協働インフォメーションルーム
登録団体の紹介やボランティア・
市民活動センターを紹介するな
ど対応を行った。

A：貢献できた 市民等からの問い合わせに対して性別にかかわ
らず適切に対応することができた。また、男女共
同参画について活動している団体も登録団体に
おり、イベントを通じて市民に団体活動を周知す
るとともに市民活動団体に対しても市民への周
知、他団体との交流の機会を創出した。

引き続き、市民等からの問い合わせ
に対して性別にかかわらず適切に対
応する。
市民活動団体への情報提供、市民
活動団体の情報を市民へ周知する
機会も引き続き創出していく。

協働政策課

70 ボランティア活動の
普及・啓発

公民館利用サークルが、男女と
もに日々の活動成果を地域・社
会に還元できるように支援しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市民文化祭や学習圏会議等の
活動を通じて、公民館利用サー
クルが日々の活動成果を発表す
る機会を設けた。

市民文化祭の活動を通じ、公民
館利用サークルが日々の活動成
果を発表する機会を設けた。
また、子ども講座ではサークル
会員に講師をしてもらうことで、
日頃の活動を地域社会へ還元で
きるよう支援した。
サークル連絡協議会がボラン
ティアとして公民館バザーを実施
した。

A：貢献できた 市民文化祭・地区学習圏会議主催事業・子ども
講座を通じて、公民館利用サークルが地域・社
会に還元できるよう支援した。
学習圏会議では地域の方々が運営協力と実際
に参加。また、市民文化祭はそれぞれ役割分担
し、展示や模擬店、催事等の参加や駐車場、来
場者への対応等サークルの垣根を越えて協力し
あった。

引き続き、市民文化振興のサークル
活動の活性化に努める。

公民館

71 ボランティア活動の
情報提供

館報等にボランティアに関する
情報を掲載します。学習圏会議
の活動において男女ともにボラ
ンティア活動に参加できるような
場を提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

館報等にボランティアに関する情
報を掲載できなかった。
学習圏会議の活動では、男女問
わずボランティア活動に参加でき
る事業を実施した。

館報等にボランティアに関する情
報を掲載できなかった。
学習圏会議の活動では、男女問
わずボランティア活動に参加でき
る事業を実施した。
文化祭や学習圏会議主催イベン
トには、常にチラシで参加、協力
への依頼、市民カレッジ生への
運営参加の機会をつくった。

A：貢献できた 近隣の中学生、大学生がボランティアとして、行
事を手伝ってくれた。
男女の垣根を超えたボランティア参加により、公
民館の運営参加機会をつくった。

館報等での情報提供を検討してい
く。
また、引き続きボランティア活動の場
を提供する。

公民館

Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動

２　まちづくりにおける男女共同参画

①地域活動における男女共同参画の促進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート②
（計画書　P40）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

72 女性の視点を盛り
込んだ防災計画づく
り

地域防災計画が女性の視点を
盛り込んだ計画となっているか
を点検し、必要に応じて見直し
を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地域防災計画の作成及び実施
の推進を図るために設置してい
る防災会議において、計画を点
検し女性委員に積極的に発言を
促したが、新たな取組みや意見
は出なかった。

地域防災計画の作成及び実施
の推進を図ることを目的とした防
災会議の委員に、新たに女性を
１名委嘱した他、会議においては
女性委員から積極的に発言が
あった。

地域防災計画の作成及びその
実施の推進を図ることや、防災
に関する重要事項を審議するた
めに設置している防災会議にお
いて、女性委員を交えて、計画
の見直しを行った。

A：貢献できた 防災会議において、女性委員による積極的な発
言があったことで、幅広い立場からの意見を集
約できた。そして、的確かつ公正な判断のもと見
直しを行った。

現状の地域防災計画が女性の視点
を盛り込んだ計画となっているか引
き続き検討し、防災会議の女性委員
から積極的に意見を取り入れ計画の
見直しを行う。

危機管理課

73 女性の視点を盛り
込んだ防災用品の
整備及び避難所運
営

女性の視点に立った防災用品
等の整備と避難所運営に取組
みます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

女性が必要とする備蓄品はすで
に整備されている。
また、女性に配慮した避難所運
営の推進のため、各避難所配備
職員に必ず1名は女性職員を選
任している。

女性の視点を盛り込んだ防災用
品の点検や更新を実施し、避難
所運営マニュアルの点検と修正
を行った。

女性が必要とする備蓄品は、整
備済みである。
また、女性に配慮した避難所運
営の推進のため、引き続き各避
難所配備職員に必ず1名は女性
職員を選任している。

A：貢献できた 現状できうる措置は、実施していると考えるた
め。

女性用の備蓄品の管理を徹底する
とともに、引き続き、１人以上の女性
職員を避難所配備職員として選任す
る。

危機管理課

Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動

２　まちづくりにおける男女共同参画

②女性の視点を盛り込んだ防災対策の促進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート②
（計画書　 P40）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

74 社会的性別の視点
を持ち、国際交流の
促進及び国際理解
に向けた情報の収
集と提供

姉妹都市との交流を中心に、男
女を問わず、社会的性別の視
点を持った市民の国際感覚の
醸成を促します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

姉妹都市アメリカ合衆国からの
青少年の受入れと派遣事業を
行った。６月１８日～６月２３日の
日程で市内の高校で授業や部活
動体験などにより交流を図った。
また、例年どおり習志野市国際
交流協会への補助金の交付と市
庁舎分室の会議室の提供などを
通じ、国際交流への財政的及び
人的支援を行った。

例年どおり習志野市国際交流協
会への補助金の交付と市庁舎分
室の会議室の提供などを通じ、
国際交流への財政的及び人的
支援を行った。

A：貢献できた 国際交流協会が主催する各種イベントにおいて
も、性別や年齢、国籍に関係なく交流が図れたと
捉えている。今後も国際交流の促進及び国際理
解に向けた情報の収集と提供を進め、性別の視
点も含めた多種多様な考え方に対する醸成を
図っていきたい。

姉妹都市タスカルーサ市からの青少
年の受入れと派遣事業を予定してい
る。習志野市国際交流協会と連携
し、青少年だけでなく、ホストファミ
リーなど幅広い世代の国際感覚の
醸成にかかる支援を行う。

協働政策課

Ⅱ　あらゆる分野への参画と活動

３　国際的視野に立った男女共同参画の推進

①国際交流を通じた男女平等意識への理解の促進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P41～42）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

75 【女性活躍】
働 き 方 の 見直 しと
ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の
調和） の意識啓発
（市民）

関係部署と連携し、働き方を見
直し、積極的にワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調和）に
取組む市民を増やします。

【取り組み内容】
市民に対する啓発
等実施回数
【目標値】
年１回
【元年度実績】
年1回

男女共同参画週間事業におい
て、ワーク・ライフ・バランスを推
進するロジック・モデルのワーク・
ショップから検討した平成29年度
の戦略である「パラレルキャリア
を有する人材集積で新しい働き
方の魅力を発信する」に基づき、
「パラレルキャリア」をテーマにシ
ンポジウムを開催した。
開催日：平成29年7月1日
テーマ：多様性を持つ豊かな生き
方　～パラレルキャリア～
参加人数：88人(託児：19人）

男女共同参画週間事業におい
て、働き方の改革とワーク・ライ
フ・バランスについて男性学の視
点から講演会とパネルディスカッ
ションを実施した。

開催日：平成30年7月29日
テーマ：見つめてみよう。私たち
の働き方 ～「仕事」「家庭」「地
域」の調和（ハーモニー）～
参加人数：51人（保育11人）

男女共同参画週間事業におい
て、若者から高齢者まで人生100
年時代を生きていくために必要
な「ライフシフト」をテーマに、参
加者一人ひとりがこれからの自
分の働き方・生き方を主体的に
考える機会としての講演会を開
催した。

開催日：R1.6.30
テーマ：元祖イクメン安藤哲也さ
んに聞く 人生100年時代のライ
フシフトってなあに？
参加人数：53人（託児：14名）

Ａ：貢献できた 毎年、国の男女共同参画週間にあわせて講演
会等を開催し、年代や性別を問わず、誰もが自
分の生き方・働き方を考える機会となるよう企画
している。
参加者の年代層としては、50歳代までの割合
が、29年度は80.6％、30年度は65.5％、元年度
は67.3％と働く世代の参加者が多く、特に元年度
は「ライフシフト」をテーマに実施したところ、男女
の参加割合がほぼ同数になるなど、ワークライフ
バランスを考えていただきたいターゲットである
年代の来場が多く、自身の働き方・生き方を見直
し、ワークライフバランスを啓発する機会となっ
た。

より多くの市民が、自身らしい働き
方・生き方を考える機会を持ちワーク
ライフバランスを考える機会となるよ
う、対象者の選定、対象にあわせた
日時、テーマ、企画を検討をする。

男女共同参
画センター

76 【女性活躍】
働 き 方 の 見直 しと
ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の
調和） の意識啓発
（事業所）

働き方を見直し、積極的にワー
ク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）に取り組む事業所が増
えるよう、関係部署と連携し、必
要な働きかけを行っていきま
す。

【取り組み内容】
市内事業所に対す
る啓発等実施回数
【目標値】
年１回以上
【元年度実績】
1回

ワーク・ライフ・バランスセミナー
の講演会の開催について周知し
た。
演題「個人も会社も幸せを実感で
きる働き方改革」

働き方改革関連法による働き方
改革支援ハンドブック（2種）を時
期をずらし窓口にて配布し、周知
を行った。

働き方改革に伴う、チラシ等を窓
口に配布し、周知を行った。

A：貢献できた 個々の状況に応じた働き方改革を総合的に推進
するため、長時間労働の是正、多様で柔軟性な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な
待遇の確保等の措置について、チラシ等を通じ
て周知が図られた。

働き方改革について、各事業所へ着
実に実施するため、より一層の周知
と、その支援には、各事業の意識と
課題の解決のためには、継続的に
周知していく必要である。

産業振興課

77 【新規】【女性活躍】
働 き 方 の 見直 しと
ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の
調和） の意識啓発
（市職員）

職員の時間外勤務の削減や、
男性の育児休暇等の取得推進
を図るとともに、柔軟な働き方に
向けた検討を進めます。

【取り組み内容】
ワーク・ライフ・バラ
ンス研修の実施
【目標値】
年１回
【元年度実績】
1回

「男女共同参画週間」に合わせ、
働き方改革とワークライフバラン
スの推進を目的に「多様性を持
つ豊かな生き方～パラレルキャリ
ア～」をテーマとしたシンポジウ
ムを男女共同参画センターと共
催で行った。

「男女共同参画週間」に合わせ、
仕事、家庭、地域の調和を題材
にしたシンポジウムを男女共同
参画センターと共催で行った。

所属長等の管理職を対象に、管
理職タイムマネジメント研修を実
施した。

A：貢献できた 男女共同参画センターとの共催による、働き方
改革、ワークライフバランスに関するシンポジウ
ムの実施や、時間外削減等を目的とした、タイム
マネジメント研修を実施した。
時間外勤務における時間数は毎年減少してい
る。

今後も効果的な研修を実施できるよ
う、研修内容や対象者の選定等、検
討する。

人事課

78 【新規】【女性活躍】
意欲的に働く人たち
のネットワーク形成

関係部署と連携し、働き方を見
直して、市内でいきいきと働く人
のネットワークづくりを進め、魅
力的に働く多様な人材の発掘を
図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

働き方を見直し市内で意欲的に
働く人のネットワークづくりを進
め、魅力的に働き多様な人材の
発掘を図るため「パラレルキャリ
ア講座」を開催した。
日時：平成29年10月1日
テーマ：パラレルキャリアスタート
アップ講座
参加者：16人（託児：3人）

本業以外に自ら率先して社会貢
献活動等を考えるきっかけとし
て、働き方を見直す機会として、
「パラレルキャリア講座」を開催し
た。
日時：平成30年11月23日
テーマ：パラレルキャリアスタート
アップ講座～複業で見つける新
しい自分～
参加者：25人（託児：10人）

書籍「LIFE SHIFT]から、自らの
働き方・生き方を見直す「パラレ
ルキャリア講座」を開催した。
日時：R1.10.5
テーマ：「LIFE SHIFT]から学ぶ
生き方・働き方のRe:デザイン
参加者：25人（託児：9人）

A：貢献できた アンケート結果から、参加者の83％が20歳代か
ら50歳代の働く世代であり、87％がテーマに興味
があり参加されていた。
現在の働き方を見直し、自分らしく生きるために
今後どう働くかを再認識しし、働き方やワークラ
イフバランスを考える機会につながったという意
見が多く得られた。

人生を豊かにするパラレルキャリア
を有し生き生きと働く人を増やすため
に、新たにパラレルキャリアを始めた
い人を募るスタートアップ講座を継続
していくか、パラレルキャリアに取り
組んでいる人同士がつながるステッ
プアップ講座として内容を変更してい
くか検討する。

男女共同参
画センター

79 【新規】【女性活躍】
キャリア教育の推進

男女ともに個性と能力に応じ、
キャリア発達することによって社
会的責任を果たし、自らの可能
性を高めていく能力を育みま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

日常の学校生活をはじめ、体験
活動、校外学習等を通して、児童
生徒がその発達段階に応じ、男
女分け隔てなく人と関わりながら
個々の個性と能力を高める教育
活動を進めた。

日常の学校生活をはじめ、体験
活動、校外学習等をとおして、児
童生徒がその発達段階に応じ、
男女分け隔てなく人と関わりなが
ら個々の個性と能力を高める教
育活動を進めた。

特別活動を要としたキャリア教育
の充実を図りながら、日常の学
習や生活、体験活動や校外学習
などをとおして、児童生徒が男女
の分け隔てなく人と関わりなが
ら、個々の個性と能力を高める
学習活動を行った。

A：貢献できた 各学年の発達の段階に応じて、取組む内容を精
選し、実施した。男女の分け隔てなく仲間と協力
したりて取り組むことで、互いのよさを認め合うこ
とができ、個性の伸長を図った。

令和２年度より実施される「キャリア・
パスポート」も活用し、今後もキャリ
ア教育の推進を図る。

指導課

79 【新規】【女性活躍】
キャリア教育の推進

男女ともに個性と能力に応じ、
キャリア発達することによって社
会的責任を果たし、自らの可能
性を高めていく能力を育みま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

日常の学校生活において、生徒
自身が社会的責任及び能力を
養っている。また、学校教育や生
徒指導の観点からみても、日々
男女分け隔てなく教育指導を
行っている。

日常の学校生活において、生徒
自身が社会的責任及び能力を
養っている。また、学校教育や生
徒指導の観点からみても、日々
男女分け隔てなく教育指導を
行っている。

日常の学校生活において、生徒
自身が社会的責任及び能力を
養っている。また、学校教育や生
徒指導の観点からみても、日々
男女分け隔てなく教育指導を
行っている。

A：貢献できた 日々の学校教育において授業・部活動だけでは
なく、男女ともに分け隔てなく参加できる文化祭・
体育祭・予餞会など、生徒自身が考え行動でき
るよう、社会的責任及び能力を養える教育環境
を整備している。

学校行事に興味を持ってもらえるよ
うな企画を検討していく。

習志野高等
学校（学校教
育課）

80 育児・ 介護休業制
度の普及・啓発

リーフレット等の配布により啓発
を行います。また、商工会議所
へ各事業所に対する指導等を
依頼します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

育児・介護休業法の一部改正に
ついて、ホームページにて周知を
行った。

船橋市主催事業の企業のダイ
バーシティ（多様な雇用）を推進
するセミナー「介護・育児・治療と
の両立支援」に後援した。
また、市広報等により周知を図っ
た。

開催日：平成31年1月16日
場所：船橋市男女共同参画セン
ター
テーマ：雇用対策セミナー
「介護・育児・治療との両立支援
～これからの働きやすい会社と
は～」
参加人数：13人

育児・介護休業法の改正は、な
かったが、市ホームページにて、
事業主、働く方への周知を継続
的に行っている。

B：あまり貢献
できなかった

仕事と家庭の両立しやすい環境づくりにむけて、
市ホームページにて周知を図ったが、効果が測
れないため引き続き情報提供に努める。

育児・介護等に関わる制度について
は、働きやすい社会の実現に向け
て、継続的に周知・啓発が必要であ
る。

産業振興課

81 仕事と子育ての両
立に関する制度の
活用・促進

市内企業における仕事と子育て
が両立できる職場環境づくりを
商工会議所と連携して啓発しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

【再掲】男女共同参画センター及
び広報課と協力し、習志野市子
育て支援先端企業認証制度のロ
ゴマークを作成いたしました。
また、男女共同参画センターが
発行する、制度の周知を図る冊
子にロゴマークを掲載し、新規登
録の周知を図りました。

【再掲】習志野市子育て支援先
端企業認証制度について、ホー
ムページコンテンツへ掲載すると
ともに、男女共同参画センターが
発行する制度の周知を図る冊子
にロゴマークを掲載し、新規登録
の周知を図った。

【再掲】習志野市子育て支援先
端企業認証制度について、ホー
ムページコンテンツへ掲載すると
ともに、男女共同参画センターが
発行している制度周知を図る冊
子を窓口に設置し、新規事業者
登録の周知を図りました。

C：貢献できな
かった

【再掲】令和元年度中の新規登録事業者は０件
であった。

【再掲】引き続き、習志野市子育て支
援先端企業認証制度をさらに周知す
るため、市ホームページの更新や商
工会議所・青年会議所などにも周知
する等、新規認証事業者の参入を図
る。

こども政策課

82 【新規】【女性活躍】
ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の
調和）の実現度を
チェックする自主点
検表の作成

ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）の実現度や、改善
を要する点等をチェックし、働き
やすい環境に向けて取り組み
の見直しを行える「自主点検
表」を市民や関係者と協働で作
成し、市内事業所に周知しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市内事業所が点検する「自主点
検票」について情報を収集した
が、市内事業所を対象とした本
市独自の「自主点検票」の作成
には至っていない。

市内事業所を対象とした、ワー
ク・ライフ・バランスをチェックす
る本市独自の「自主点検票」は
作成していない。

ワークライフバランス啓発のた
めのチェック等を含めた啓発媒
体を検討を進めたが、事業所で
活用する本市独自の「自主点
検票」の作成には至らなかっ
た。

B：あまり貢献
できなかった

労働者の視点での点検票の作成については
検討を進めることはできるが、事業所を対象と
した点検票については、労働内容や雇用環境
が異なるため、一律の点検票の作成は困難で
ある。

ワークライフバランスを推進するため
には、雇用者の視点だけでなく、労
働者一人ひとりの考え方も大切であ
る。
経営者や従業員が働き方を考える
きっかけとなる啓発事業や、啓発媒
体を検討する。

男女共同参
画センター

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

１　働く場における男女平等の推進

①働き方の改革とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P44）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

83 関係機関と連携した
男女雇用機会均等
法等の普及・啓発

リーフレット等の窓口への備え
付け、商工会議所を通じて各企
業への普及・啓発を図ります。

【取り組み内容】
男女雇用機会均等
法についての市内
事業所への情報提
供
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
実績なし

実績なし 実績なし D：事業を実施
できなかった

男女雇用機会均等法に関する情報
提供があった場合は、周知に取組
む。また、男女共同参画センターとと
もに、周知を実施する。

産業振興課

84 パ ー ト タ イ ム 労 働
法・ 労働者派遣法
等の周知

リーフレット等を窓口へ備え付
け、商工会議所を通じて各事業
所に周知を図ります。

【取り組み内容】
各事業所へのパート
タイム労働法・労働
者派遣法等の啓発
回数
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
1回

働き方改革関連法による働き方
改革支援ハンドブックを窓口にて
配布し、周知を行った。

働き方改革に伴う、働き方に関
するチラシ等を窓口に配布し、周
知を行った。

A：貢献できた 個々の状況に応じた働き方改革を総合的に推進
するため、長時間労働の是正、多様で柔軟性な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な
待遇の確保等の措置について、チラシ等を通じ
て周知が図られた。

各事業所が働き方改革に取り組むよ
う、継続的に周知していく必要があ
る。

産業振興課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

１　働く場における男女平等の推進

②雇用の分野における男女の機会均等、待遇改善の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P44）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

85 農業従事者におけ
る家族経営協定締
結の推進

家族で農業経営に携わる各世
帯員が、経営方針や役割分担、
家族みんなが働きやすい就業
環境などについて家族間で取り
決める「家族経営協定」の締結
を推進します。

【取り組み内容】
農業従事者における
家族経営協定締結
数
【目標値】
10戸
【元年度実績】
11戸

30年度は、家族経営協定の締結
はなし。

締結なし。 C：貢献できな
かった

目標値は達成しているが、新たな締結には結び
つかなかった。

家族経営協定の周知 産業振興課

86 【女性活躍】
農業従事者等にお
ける男女の経営参
画の啓発

家族経営を基本としている農業
従事者等において、男女が対
等に経営に参画しやすい環境
づくりを進めます。

【取り組み内容】
農業従事者等に対
する男女の経営参
画についての研修、
啓発
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
1回

県で行っている女性農業者セミ
ナーの案内を市内女性農業者へ
通知した。

県で行っている女性農業者セミ
ナーの案内を市内女性農業者へ
通知した。

A：貢献できた セミナーに参加することにより、自己啓発となる。 引き続き啓発を行っていく。 産業振興課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

１　働く場における男女平等の推進

③農業従事者、自営業等における男女平等参画の推進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P44～45）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

87 職業能力・技術を習
得する学習情報の
提供

就労セミナーの開催、就労相
談・就労情報の提供を図りま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市内勤労者への労働に関する知
識の啓発を図るため、労働に関
する身近な諸問題をテーマとした
労働講演会を開催した。

開催日：11月19日
場所：モリシアホール
テーマ：「2枚目の名刺の可能性
～自分を変える社会を変える笑
顔になる～
参加人数：62人(保育4人）

新卒者以外の採用意欲の高い
本市、船橋市の地元事業者によ
る採用に向けた説明会と面接会
を開催した。
「製造業等合同企業説明会＆面
接会inならしの」

開催日：令和元年12月10日
場所：モリシアホール
対象者：おおむね40歳未満の人
参加人数：17名
参加企業：7事業者
その他：共催、後援あり

A：貢献できた 求職者への就労支援と、地元事業者の人手不
足解消に向けた支援ができ、事業者から直接情
報を得ることが就労につながることを考える機会
とした。

より多くの方が就労に関する効果的
な情報提供の場となるよう、対象に
あわせた企画を検討する。

産業振興課

88 【女性活躍】
創業・開業に対する
支援

市内で、創業・開業しようとする
市民に対する資金融資等に関
する情報提供を行います。
また、商工会議所と連携する中
で、創業・起業に関する相談業
務の実施や講演会、創業塾等
を開催し、創業・起業を支援しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

創業・起業支援事業において、
創業をサポートするため、「創業・
起業塾」の開催、相談業務等の
支援を商工会議所と連携し実施
した。

開催回数：
全7回（講義6回、実習1回）
受講者：32名

創業・起業支援事業において、
創業をサポートするため、「創
業・起業塾」の開催、相談業務等
の支援を商工会議所と連携し実
施した。

開催回数：
全6回（講義5回、実習1回）
受講者：32名

A：貢献できた 創業・起業の促進を図るべく、創業支援事業計
画に基づき、創業を目指す方や、創業・起業して
間もない方への必要な基礎知識を習得する機会
とした。

引き続き、創業に対する支援を行
い、本市経済の活性化を図るため、
市内における創業への促進、支援を
継続的に事業を実施する。

産業振興課

89 【新規】【女性活躍】
就労や再就職に関
する情報提供

ふるさとハローワーク等と連携
し、就労や再就職に関する情報
を提供します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ふるさとハローワークならしのに
おいて、就労機会として、ハロー
ワーク船橋が実施する「ミニ面接
会」の開催にあたり、開催場所の
提供及び周知を行った。
また、都内を含む企業が参加す
る「京葉わかもの面接会」の共催
事業として参加した。

就労や再就職に関する支援策と
して、本市主催「製造業等合同
企業説明会＆面接会inならしの」
を開催や、ハローワーク船橋が
実施する「ミニ面接会」の会場提
供及び周知を行った。
その他、都内を含む企業が参加
する「京葉わかもの就職面接会」
に共催事業として参加した等を
行った。

A：貢献できた 就労や再就職を求めている方へ就労、再就職の
機会の場を提供できた。

引き続き、ふるさとハローワークなら
しの等と連携し、就労や再就職を求
めている方に対し、就労等の情報提
供を実施する。

産業振興課

90 【女性活躍】
再チャレンジ支援講
座の実施

就労を支援する講座等を実施し
ます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

女性のための再チャレンジ支援
講座を開催（全3回）
テーマ：自分らしいキャリアをデ
ザインしよう
第1回：10/19 （35名　保育9名）
自分の強みをみつけよう
第2回：10/23（31名　保育9名）
働く前に知っておこう！税・社会
保険のこと
第3回：10/30（31名　保育10名）
知りたい！起業の一歩の踏み出
し方

女性のための再チャレンジ支援
講座を開催（全3回）
テーマ：「働く」ための知っ得講座
-咲かせようワタシのミライスタイ
ル-
第1回：R1.5.16 （46名 保育12
名）強みを生かした私の「これか
ら」プランニング

第2回：R1.5.23（37名 保育8名）
働きたいあなたの強い味方！シ
ンプルライフで時短家事

第3回：R1.5.30（29名 保育6名）
もっと知りたい！起業の一歩の
踏み出し方

S：大いに貢献
できた

自分の強みを意識した自分らしい働き方や、家
事の工夫、起業など、女性の再チャレンジに向け
た情報提供と意識を高める講座として毎回異な
る内容・講師で実施した。
アンケート結果からターゲットとした20歳代、30歳
代の参加者が82％を占め、「参考になった」とい
う回答も96.4％と高く、参加者のニーズに合った
講座は、再チャレンジの意欲向上に繋がり、就労
支援のきっかけづくりとなった。

引き続き、多様な働き方を知り、自分
らしい働き方を考える学習機会の提
供に取り組む。
また、講座終了後も働く意欲の維持
と継続のため、商工会議所の創業塾
や就労につながる男女共同参画推
進団体の活動等の情報提供を行っ
ていく。

男女共同参
画センター

90 【女性活躍】
再チャレンジ支援講
座の実施

就労を支援する講座等を実施し
ます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

子育てお母さんの再就職支援セ
ミナー＆個別相談会をジョブサ
ポートステーションと近隣6市合
同で開催した。

開催日：10月25日
場所：船橋市男女共同参画セン
ター
テーマ：自己理解と就職スキル
セミナー参加人数：20人
個別相談会参加人数：3人

女性のための再就職支援セミ
ナー、企業との交流会をジョブサ
ポートセンターと近隣市6市によ
る合同にて開催した。
（本市共催参加）

A：貢献できた 再就職に向けて何から始めればよいか。就職活
動を効率的にすすめたい等、悩みをもつ方に向
け考える機会とした。

再就職への支援を行うため、対象者
にあわせたセミナーを検討する。

産業振興課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

１　働く場における男女平等の推進

④働く場における再チャレンジ支援



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P45）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

91 【女性活躍】
固定的役割分担意
識を見直す講座等
の実施

家庭内の男女共同参画を推進
するための講座を実施します。

【取り組み内容】
固定的な性別役割
分担意識を見直す
講座等の実施
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
年1回

子育て応援セミナーの開催
日時：H30.12.9
テーマ：「読みメンになろう！パパ
の絵本読み聞かせ講座」
参加者13名、保育13名

子育て応援セミナーの開催
日時　R1.11.30
テーマ：「ふたりで同時に親にな
る 笑顔が増えるコミュニケー
ション術」
参加者34名　保育20名

S：大いに貢献
できた

出産を機におこる夫婦の身体的・精神的・社会
的な変化を客観的に理解し、家族をチームとして
機能させるためのコミュニケーション方法の理解
や、家事を性別役割分担ではなく、プロジェクト
化することなどの具体的な提案により、参加者意
識の見直しの機会となった。

家庭内での男女共同参画に関する
啓発については、多様な世帯状況を
踏まえながら、参加者が性別役割分
担意識を見直すことのできる講座を
企画する。

男女共同参
画センター

91 【女性活躍】
固定的役割分担意
識を見直す講座等
の実施

家庭内の男女共同参画を推進
するための講座を実施します。

【取り組み内容】
固定的な性別役割
分担意識を見直す
講座等の実施
【目標値】
各公民館で年1回以
上
【元年度実績】
「家庭教育学級」等2
公民館で3回実施

家庭教育学級で、父親と母親が
協力して子育てをする大切さを学
ぶ講演会を実施したが、他公民
館では実施できなかった。

家庭でできる教育で、男女とも育
児に参考になる講座や絵本の情
報交換、アンガーマネージメント
等、父母で協力して子どもとかか
わるための参考となる講座を実
施した。

A：貢献できた 家庭でできる教育で、男女とも育児に参考になる
講座や、絵本の情報交換、アンガーマネージメン
ト等父母で協力して子どもとかかわるための参
考となる講座を実施した。
幼児家庭教育学級・親と子のふれあい講座で、
父親と母親が協力して子育てをする大切さを学
ぶ講演会を実施した。

実施できなかった公民館において、
実施に向けてテーマや内容等を検討
する。

公民館

92 男女が参加できる
「ママ・パパになるた
めの学級」の開催

平日働いている妊婦とそのパー
トナーが参加しやすいよう日程
に配慮し、これから親になる男
女が学習する「ママ・パパになる
ための学級」を開催します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ママ・パパになるための学級で、
夫（パートナー）が産後スムーズ
に育児参加し、夫婦で育児を行う
ことができるように、父親の役割
について妊娠中から考える講座
内容を実施している。勤労妊婦も
夫（パートナー）と共に参加しや
すいよう、年１２回開催中８回を
土曜日に実施した。
参加者実人数　延人数
妊婦 　　414人、820人
パートナー　　347人、459人

ママ・パパになるための学級で、
夫（パートナー）が産後スムーズ
に育児参加し、夫婦で育児を行
うことができるように、父親の役
割について妊娠中から考える講
座内容を実施している。勤労妊
婦も夫（パートナー）と共に参加
しやすいよう、年１２回開催中８
回土曜日実施を計画。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のた
め、3月分は中止となった。
参加者実人数　延人数
妊婦 　　331人、639人
パートナー　271人、354人

A：貢献できた 母子健康手帳交付時にママ・パパになるための
学級のチラシを配布し、夫婦での参加を促してい
るが、母子健康手帳交付数及び初産婦の減少
により、学級への参加者数も減少傾向にある。
一方、勤労妊婦の参加割合は増加しており、土
曜日の学級開催では、毎回定員を満たしてい
る。
参加者からのアンケートからは「夫婦一緒に考え
られて良かった」「互いにコミュニケーションをとる
ことが大切」など意見が聞かれた。

引き続き、土曜日の開催を継続でき
るように調整していく。
平日開催と比較して土曜日開催の
日は参加人数が多いため、土曜日
の開催回数が妥当であるか検討を
行う。

健康支援課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

２　互いに担い合う家庭・地域生活

①　固定的な性別役割分担意識の見直しの促進



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P46）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

93 男女が参加できる
地域開放の充実

保育所所庭開放や幼稚園の子
育てふれあい広場について、実
施内容の充実を図ります。

【取り組み内容】
保育所所庭開放利
用者数
子育てふれあい広
場利用者数
【目標値】
施設毎１０％増
施設毎１０％増
【元年度実績】
28％増
14％減

所庭開放利用者数８５世帯
１８％減

子育てふれあい広場利用者数１
２２世帯
１３％減

所庭開放利用者数１施設当たり
の平均利用世帯９４世帯
１２％増

子育てふれあい広場の１園当た
り平均利用世帯
１０９世帯
１０％減

所庭開放利用者数１施設当たり
の平均利用世帯
131世帯
28％増
子育てふれあい広場の１園当た
り平均利用世帯
９４世帯
１４％減

A：貢献できた 近隣施設が未就園児の保育受け入れをしている
こともあり、幼児の参加が減、子育てふれあい広
場の参加世帯数も減となっている。しかし保護者
同士を繋いだり、園が子育ての相談窓口となり
安心して来園し、よい感想をもらうなど子育てふ
れあい広場は子育て支援の一助となっている。
保育所の所庭開放は入所を視野に入れた見学
が多かった。ニーズを確認したくアンケートを実
施した施設もあったが子育て相談よりも安全な遊
び場を求める保護者が多いことが分かった。

子育てふれあい広場での参加状況
から、乳児の参加が増えてきてい
る。幼児と一緒の参加の為、遊具の
設置場所の安全面の配慮と乳児用
遊具を増やしていくことへの検討が
必要である。
所庭開放は引き続き、地域の遊び場
の一つとして利用できるようにする。

こども保育課

94 多様な働き方を支
援するための保育
の拡充

保育所・こども園における時間
外保育、産休明け保育、一時保
育、預かり保育の実施内容等
の拡充を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・４月開園民間認可こども園１９：
００～２０：００
７月開園民間認可保育園１９：００
～２１：００時間外保育の拡大実
施
・２民間認可保育園、１小規模保
育事業所において一時保育を継
続実施
・民間認可こども園1園で、産明
保育枠拡大
・9公立幼稚園、3公立こども園に
おいて、預り保育を継続実施に
加えて民間認可こども園2園にお
いて預り保育実施

３０年4月より民間認可保育園２
園においての一時保育実施。
市立幼稚園における長期休業中
の預かり保育実施に向けての検
討、施設整備計画。

市立幼稚園の長期休業中に預
かり保育を実施した。
幼稚園６施設は、平均151日
こども園５施設は、平均185日

4月開園認可保育園は７：００～１
９：００まで開園。
10月開園小規模認可施設は一
時保育を実施。

A：貢献できた 預かり保育においては、実施日数(長期休業中）
を増やしたことにより、預かり保育を利用できる
日が増え、多様な働き方支援や子育て支援につ
ながった。

一時保育では受診や出産等、緊急の件はこども
保育課を通して受付を実施し、二－ズに対応し
てきた。キャンセル待ちに関しては丁寧に案内し
て後日の利用につながるよう努めた。

市立幼稚園の預かり保育日数を各
園とも200日以上としていくことで、こ
どもを預ける場が増え、多様な働き
方の拡充につながる。.安全安心に
預けられるように、職員の配置人数
の確保を検討していく必要がある・。

令和2年度中に一中学区に認可保育
園の誘致を実施予定。
保育士不足で実現できていない一時
保育を持つ施設には多様な受け入
れに向けて働きかけていく。

こども保育課

95 病児・ 病後児保育
の周知

市内の病児・病後児保育の周
知を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・市内こども園や保育所に入所す
る児童の保護者に対して、病児・
病後児保育施設のリーフレットを
配布しました。
・平成30年度に病児保育施設が
閉室及び新たに開室することに
関する周知のため、市内こども
園・保育所、幼稚園及び小学校
の保護者に文書で通知しました。

・市内こども園や保育所に入所す
る児童の保護者に対して、病児・
病後児保育施設のリーフレットを
配布しました。
・病児保育施設の閉室及び新規
開設に関する周知を文書をとお
して行いました。

・市内こども園や保育所に入所
する児童の保護者に対して、病
児・病後児保育施設のリーフレッ
トを配布しました。
・病児保育施設の情報を広報に
掲載いたしました。

A：貢献できた 保護者へのリーフレット配布や子育てハンドブッ
ク掲載、市民への広報や市ホームページ掲載等
により、様々な方法で、事業の周知に努めまし
た。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
病児保育施設について、利用方法
の案内等、今後も周知を徹底してい
く必要があります。

子育て支援
課

96 ファミリー・ サポー
ト・センター事業等
の充実

相互援助や組織の活用を行
い、サービスメニューの拡大等
や会員の確保を行うとともに、
研修内容の充実を図ります。

【取り組み内容】
ファミリー・サポート・
センター登録会員数
【目標値】
前年度実績の10％
増
【元年度実績】
前年度実績の1％増
会員数：2,949人

・一時預かりでは、こどもセンター
（鷺沼）のリニューアルオープン
に伴い、月2回だった実施を週2
回に拡大しました。
・ひとり親家庭等の就労支援及
び育児負担の軽減を図ることを
目的に、8月よりひとり親家庭等
利用料助成を開始しました。

・一時預かりでは、平成31年4月1
日にオープンする新習志野こども
園こどもセンターでの実施に向け
て準備を進めました。
・ひとり親家庭等利用料助成の
周知を図り、助成対象者の拡大
に努めました。

・一時預かりでは、令和2年4月1
日にオープンする大久保こども
園こどもセンターでの実施に向け
て準備を進めました。
・提供会員数の拡大のため、チ
ラシを作成しました。
・ひとり親家庭等利用料助成の
周知を図り、助成対象者の拡大
に努めました。

S：大いに貢献
できた

利用会員、提供会員を対象とした研修会等を定
期的に開催し、会員の知識や技術の向上等を図
りました。
町内会にチラシの回覧を依頼し、提供会員数の
拡大に努めました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・引き続き、利用会員、提供会員の
相互援助の活動を支援するととも
に、提供会員の確保に取り組んでま
いります。

子育て支援
課

97 乳幼児に配慮した
公共施設の整備

来庁者の利便性を考え、公共
施設内にベビーベット、授乳室
等の設置をします。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

新庁舎の竣工により、庁舎内に
ベビーベット・授乳室の設置を完
了した。

平成２９年度の新庁舎竣工によ
り、庁舎内にベビーベット・授乳
室の設置を完了した。

平成２９年度の新庁舎竣工によ
り、庁舎内にベビーベット・授乳
室の設置を完了した。

A：貢献できた 乳幼児をかかえた来庁者にとっての利便性が向
上した。

【R2年度に向けた問題点・改善点】
特になし

契約検査課

98 子どもの医療費助
成の充実

安心して子育てができる環境づ
くりとして、子どもの医療費助成
の充実に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

０歳から中学校３年生までの入
院・通院及びそれらに係る調剤
費を助成しました。

０歳から中学校３年生までの入
院・通院及びそれらに係る調剤
費を助成しました。

０歳から中学校３年生までの入
院・通院及びそれらに係る調剤
費を助成しました。

A：貢献できた 子どもの保健の向上を図るとともに、保護者の経
済的負担の軽減を図ることで、安心して子育て
ができる環境づくりに寄与しています。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
今後も、出生届や児童手当の申請
時に、子どもの医療費等助成の制度
を案内することで、引き続き制度の
周知を図ってまいります。
【次期計画に向けた問題点・改善点】
引き続き制度の周知を図ってまいり
ます

子育て支援
課

99 保育所についての
情報提供の充実

男女が働きやすい環境づくりの
ため、保育所の入所に関する情
報提供に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

昨年度に引き続き、「広報習志
野」へ募集記事を掲載し、市
ホームページにおいて月ごとの
施設別空き状況を掲載しまし
た。新たな取り組みとしては、４
月募集の申込み状況（申込者、
承諾者、不承諾者）や入所選考
の同点審査表、各施設の年齢
ごとに承諾者の最低点数を市
ホームページにおいて公表しま
した。

昨年度に引き続き、「広報習志
野」へ募集記事を掲載し、ホー
ムページにおいて月ごとの施設
別空き状況を掲載しました。ま
た、4月募集の申込み状況（申
込者、承諾者、不承諾者）や入
所選考の同点審査表、各施設
の年齢ごとに承諾者の最低点
数を市ホームページにおいて公
表しました。

昨年度に引き続き、「広報習志
野」へ募集記事を掲載し、ホーム
ページにおいて月ごとの施設別
空き状況を掲載しました。また、4
月募集の申込み状況（申込者、
承諾者、不承諾者）や入所選考
の同点審査表、各施設の年齢ご
とに承諾者の最低点数を市ホー
ムページにおいて公表しました。

A：貢献できた ホームページに月ごとの施設別空き状況を掲載
するとともに、４月入所については１次選考に係
る施設別・年齢別の承諾者の最低点数を掲載す
ることにより、保育所等への入所を希望される方
に情報提供を行った。

特になし こども保育課

100 子育て支援拠点で
の男性の参加促進

子育て支援拠点施設の土、日
の開所等により平日利用できな
い家庭も利用しやすい施設づく
りを行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームおおくぼについては土
曜日、きらっ子ルームやつでは
土曜日、日曜日に開所した。
・父親来所人数
H29：1,481名（1.12％増）
H28：1,318名

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームおおくぼについては土
曜日、きらっ子ルームやつでは
土曜日、日曜日に開所し、平日
に利用できない父親や共働き
家庭等の利用増加に努めまし
た。

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームおおくぼについては土
曜日、きらっ子ルームやつでは
土曜日、日曜日に開所し、平日
に利用できない父親や共働き
家庭等の利用増加に努めまし
た。
・大久保こども園こどもセンター
の開設に併せ、きらっ子ルーム
おおくぼの機能移転を実施しま
した。

S：大いに貢献
できた

・土曜日、日曜日を開所することにより、平日
に利用できない父親や共働き家庭等の利用促
進に努めました。
・窓口に手続きに来た際には、施設の説明を
行い、利用促進に努めました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・今後も、こどもセンター（鷺沼）は土
曜日に開所し、きらっ子ルームやつ
は土曜日と日曜日に開所し、平日に
利用できない父親等の利用促進を
図ってまいります。

子育て支援
課

100 子育て支援拠点で
の男性の参加促進

子育て支援拠点施設の土、日
の開所等により平日利用できな
い家庭も利用しやすい施設づく
りを行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市立こども園３施設のこども
センターにおいて、土曜日の
開所を実施

・市内３こども園施設のこどもセ
ンターにおいて土曜日開催の際
にイベント等を企画
・３１年度開所予定の新習志野
こども園こどもセンターの準備

新習志野こども園こどもセン
ターを加えて4施設で受け入れ
を行いました。
その中で、土曜日開催のイベン
ト企画や、父親参加の日を作る
ことで父親の育児参加を促しま
した。

A：貢献できた イベントをきっかけに、父親同士が顔見知りに
なり、平日も利用するなどの姿が多くみられ、
男性の育児参加につながりました。

今年度も引き続き、父親の参加しや
すいイベントを企画や「パパの日」を
作るなど、父親の育児参加の促進を
します。

こども保育課

101 地域で支える子育
ての機運の充実

地域ぐるみの子育て支援体制
を推進するため、関係機関との
連携を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・こどもセンター（鷺沼）では、社
会福祉協議会鷺沼支部と連携
し、年3回の地域世代交流事業
（カレー、豚汁、ちらしずしの食
事の提供）を実施しました。ま
た、地域や子育て団体による運
営委員会を組織し、年1回のき
らっ子こどもまつりを実施しまし
た。
・各こどもセンター、きらっ子
ルームにおいて、地域ボラン
ティアの活用に努め、ミニ講座
等を行いました。
・平成29年10月15日に『ならし
の孫育てハンドブック』を発行
し、子どもが健やかに成長する
ことができる環境づくりに努めま
した。

・こどもセンター（鷺沼）では、社
会福祉協議会鷺沼支部と連携
し、年3回の地域世代交流事業
（カレー、豚汁、ちらしずしの食事
の提供）を実施しました。また、
地域や子育て団体による運営委
員会を組織し、年1回のきらっ子
こどもまつりを実施しました。
・各こどもセンター、きらっ子ルー
ムにおいて、地域ボランティアの
活用に努め、ミニ講座等を行いま
した。
・平成29年に発行した『ならしの
孫育てハンドブック』を増刷し、子
どもが健やかに成長することが
できる環境づくりにつとめました。

・こどもセンター（鷺沼）では、社
会福祉協議会鷺沼支部と連携
し、年3回の地域世代交流事業
（カレー、豚汁の食事の提供）を
実施しました。また、地域や子
育て団体による運営委員会を
組織し、年1回のきらっ子こども
まつりを実施しました。
・各こどもセンター、きらっ子
ルームにおいて、地域ボラン
ティアの活用に努め、ミニ講座
等を行いました。
・平成29年に発行した『ならしの
孫育てハンドブック』を増刷し、
子どもが健やかに成長すること
ができる環境づくりに努めまし
た。

S：大いに貢献
できた

・地域ぐるみで子育て支援をするため、イベント
等、地元町会、社会福祉協議会や子育て支援
団体と協議して実施しました。
・地域ボランティアの協力によりミニ講座等を行
い、地域との交流に努めました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・今後も、地域ぐるみの子育て支援
体制の推進のため、継続的にこども
センター（鷺沼）において地元町会、
社会福祉協議会や子育て支援団体
と協議し、事業等を実施してまいりま
す。
・『ならしの孫育てハンドブック』を増
刷し子どもが健やかに成長すること
ができる環境づくりにつとめてまいり
ます。

子育て支援
課

102 放課後児童会の充
実

放課後児童会の施設整備を図
り、充実した運営の提供に努
め、安心して働くことができる環
境づくりに取り組みます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・１～３年生並びに特別な支援
を要する児童の全入制の維持
・支援員不足の解消策としての
民間業務委託の実施
・大規模児童会の分割による運
営の推進

・１～３年生並びに特別な支援
を要する児童の全入制の維持
・職員不足の解消策としての新
たな民間業務委託への準備
・大規模児童会の分割による運
営の推進

・１～３年生並びに特別な支援
を要する児童の全入制の維持
・職員不足の解消策としての新
たな民間業務委託への準備
・大規模児童会の分割による運
営の推進

S：大いに貢献
できた

・女性の社会進出に伴い、共働き家庭の増加
に対し、児童の健全な育成を図るため、放課後
児童会の職員雇用、施設整備並びに業務委託
による事業拡大を実施し、働く女性への労働環
境の向上に寄与することができた。

・現状で待機児童が発生している４
～６年生の受入れ拡大を推進するた
め、引き続き、職員雇用、施設整備
並びに業務委託等を実施する必要
がある。

児童育成課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

２　互いに担い合う家庭・地域生活

②男女共同参画の視点に立った子育て支援の充実



№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

103 放課後児童会支援
員への男女共同参
画に関する研修の
実施

支援員に対し、男女共同参画に
関する研修を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・男女共同参画に関する研修と
して、男女共同参画センター職
員を講師に招き、LGBTに関す
る研修を実施（開催日：１２月４
日）

・男女共同参画に関する研修と
して、外部講師（流山子育てプ
ロジェクト代表　青木八重子氏）
を講師に招き、　「学童保育と
LGBT」をテーマに研修を実施
（開催日：2月26日）

・男女共同参画に関する研修と
して、男女共同参画センター所
長を講師として招き、「ワークラ
イフバランスについて」をテーマ
に研修を実施（開催日：12月17
日）

A：貢献できた 児童会職員の働き方と私生活とのバランスの
調和と、豊かな生活であるためにワークライフ
バランスについて考え、行動できるよう意識し
てもらうことができた。

・様々な分野において多様化する社
会の中で、最も影響を受けやすい年
代の一つである小学生の時期にお
いて、児童と保護者を対象とした育
成支援並びに家庭環境支援が求め
られ、そのための事例分析など職員
の経験やスキルアップが必要であ
る。

児童育成課

104 男女共同参画の視
点を含めた啓発紙・
パンフレット等の発
行

パンフレット・チラシ等の作成に
際し、男女共同参画の視点を含
めた紙面づくりを行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・出生や転入に係る手続をされ
る保護者を対象に配布している
子育てハンドブックの作成にあ
たり、男女共同参画の視点に
立った子育て支援につながるよ
う、紙面づくりに配慮しました。

・出生や転入に係る手続をされ
る保護者を対象に配布している
子育てハンドブックの作成にあ
たり、男女共同参画の視点に
立った子育て支援につながるよ
う、紙面づくりに配慮しました。

・出生や転入に係る手続をされ
る保護者を対象に配布している
子育てハンドブックの作成にあ
たり、男女共同参画の視点に
立った子育て支援につながるよ
う、紙面づくりに配慮しました。

A：貢献できた ・男女共同参画の視点を含めた紙面づくりに努
め、保護者を対象に配布する子育てハンドブッ
クの発行を行いました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・今後も、パンフレット・チラシ等の作
成に際し、内容やイラスト等を確認
し、男女共同参画の視点を含めた紙
面づくりを行ってまいります。

子育て支援
課

105 子育て支援相談の
充実

こどもセンター、つどいの広場
の周知を図るとともに、子育て
に関する情報の提供を行い、安
心して子育てができるよう、
個々の家庭に応じた支援を行
います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームやつ、きらっ子ルーム
おおくぼの利用者に対し、利用
者と直接コミュニケーションをと
る中で子育てに関する情報の
提供を行うとともに、利用者
個々の子育てに関する相談に
随時対応しました。
・各こどもセンター、各きらっ子
ルームに配置している子育てコ
ンシェルジュに加え、平成29年
度よりこども部窓口にも子育て
支援コンシェルジュを配置し、子
育てに関する相談・情報提供を
行いました。

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームやつ、きらっ子ルーム
おおくぼの利用者に対し、利用
者と直接コミュニケーションをと
る中で子育てに関する情報の
提供を行うとともに、利用者
個々の子育てに関する相談に
随時対応しました。
・こども部窓口の子育て支援コ
ンシェルジュの職員が各施設に
訪問し相談を行う「出張コンシェ
ルジュ」を定期的に行い、相談
体制の強化に努めました。

・こどもセンター（鷺沼）、きらっ
子ルームやつ、きらっ子ルーム
おおくぼの利用者に対し、利用
者と直接コミュニケーションをと
る中で子育てに関する情報の
提供を行うとともに、利用者
個々の子育てに関する相談に
随時対応しました。
・こども部窓口の子育て支援コ
ンシェルジュの職員が各施設に
訪問し相談を行う「出張コンシェ
ルジュ」を定期的に行い、相談
体制の強化に努めました。

A：貢献できた ・こどもセンター（鷺沼）、きらっ子ルームやつ、
きらっ子ルームおおくぼにおいて、子育てに関
する情報の提供を行うとともに、利用者個々の
子育てに関する相談に随時対応しました。
・こども部窓口にも子育て支援コンシェルジュを
配置し、子育てに関する相談・情報提供、相談
支援の体制を強化しました。
・子育て支援コンシェルジュ養成講座を実施
し、男女共同参画についての研修を行い子育
て支援相談の充実を図りました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
・こどもセンター（鷺沼）、きらっ子
ルームやつの利用を促進していくと
ともに、併せて、子育て支援コンシェ
ルジュ（利用者支援事業）の周知を
図ります。
・こどもセンターに新規配属される職
員について養成講座を実施するとと
もに、事業運営の円滑化、各施設と
の情報共有に努めます。
・「出張コンシェルジュ」を定期的に行
い、相談体制の強化に努めます。

子育て支援
課

106 育児に関する相談
及び情報の提供

育児についての相談に対応し、
必要な情報提供を随時行いま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

ママ・パパになるための学級
で、夫（パートナー）が産後ス
ムーズに育児参加し、夫婦で育
児を行うことができるように、父
親の役割について妊娠中から
考える講座内容を実施してい
る。勤労妊婦も夫（パートナー）
と共に参加しやすいよう、年１２
回開催中８回を土曜日に実施し
た。
参加者実人数　延人数
　妊婦：実　411人　延　854人
　パートナー：実318人　延404
人

地区保健活動全体で安心できる
相談体制づくりに努め、必要な情
報提供・相談に努めました。

乳児家庭全戸訪問事業
対象世帯数　1,485世帯
実施世帯数　　1,444世帯
実施率　97.2％

地区保健活動全体で安心できる
相談体制づくりに努め、必要な情
報提供・相談に努めました。

乳児家庭全戸訪問事業
対象世帯数　1,416世帯
実施世帯数　1,378世帯
実施率　97.3％

A：貢献できた 乳児全戸家庭訪問事業、各種健康相談事業等
を通じて、相談できる場所の周知、育児情報の
周知に努めました。

引き続き、地区保健活動全体を通じ
て相談に応じるとともに、必要な情報
提供を行います。
少子化・核家族化の進展による家庭
力の低下、孤立化が課題となってお
り、相談体制の確保および育児情報
の提供が引き続き必要です。

健康支援課

107 ひとり親家庭の生活
自立への支援

ひとり親家庭に対しての相談窓
口体制の充実を図るため、就労
支援を含め、関係機関との連携
を図ります。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

・ひとり親家庭に対する支援制度
をまとめた「ひとり親家庭支援の
しおり」を作成・配布し、面談・電
話等による相談時に案内を行っ
た。ハローワークや養育費相談
支援センター等の関連機関の
リーフレットを窓口に設置し、面
談・電話等による相談時に情報
提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協力
して、ひとり親家庭の生活一般、
就業、児童の養育等についての
相談に応じ、自立に向けた指導、
助言、支援を行った。就労支援
等の関連する制度等の情報収集
に努め、ハローワーク等と必要に
応じて連絡を取り、ひとり親家庭
の自立に向けた効果的な連携と
なるように努めた。

・ひとり親家庭に対する支援制度
をまとめた「ひとり親家庭支援の
しおり」を作成・配布し、面談・電
話等による相談時に案内を行っ
た。ハローワークや養育費相談
支援センター等の関連機関の
リーフレットを窓口に設置し、面
談・電話等による相談時に情報
提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協力
して、ひとり親家庭の生活一般、
就業、児童の養育等についての
相談に応じ、自立に向けた指導、
助言、支援を行った。就労支援
等の関連する制度等の情報収集
に努め、ハローワーク等と必要に
応じて連絡を取り、ひとり親家庭
の自立に向けた効果的な連携と
なるように努めた。

・ひとり親家庭に対する支援制
度をまとめた「ひとり親家庭支
援のしおり」を作成・配布し、面
談・電話等による相談時に案内
を行った。ハローワークや養育
費相談支援センター等の関連
機関のリーフレットを窓口に設
置し、面談・電話等による相談
時に情報提供を行った。
・ひとり親家庭自立支援員と協
力して、ひとり親家庭の生活一
般、就業、児童の養育等につい
ての相談に応じ、自立に向けた
指導、助言、支援を行った。就
労支援等の関連する制度等の
情報収集に努め、ハローワーク
等と必要に応じて連絡を取り、
ひとり親家庭の自立に向けた
効果的な連携となるように努め
た。

A：貢献できた ひとり親家庭の生活の安定と向上及び福祉の
増進のために関係機関と連携しながら、相談
や各種届出の際にひとり親家庭の自立に向け
た指導、助言、支援を行いました。また、夏季
の現況届の提出時期にあわせて、出張ハロー
ワークのブースを子育て支援課窓口に設置す
るなど、就労支援等に関連する制度等の情報
提供を行いました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
ハローワーク等とより連携を密にし、
就労者数の増加を図ることで、ひとり
親家庭の経済的な自立を促します。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
引き続きひとり親の自立に向けて支
援してまいります。

子育て支援
課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート③
（計画書　P47）
基本目標

課題

施策の方向

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

108 保健福祉サービス
の充実、介護予防
の推進

介護予防に関する事業や市民
同士の支えあい活動等につい
ての情報を、高齢者にも十分に
提供し、これらの活動に男女が
互いの特性を生かしあって参加
できるよう支援します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

高齢者を対象とした介護予防事
業の実施。普及啓発カレンダー、
介護予防案内パンフレットの配
付。

健康教育　110回　2,248人

高齢者を対象とした介護予防事
業の実施。普及啓発カレンダー、
介護予防案内パンフレットの配
付。

健康教育　125回　2,533人

A：貢献できた 介護予防、市民同士の支え合い活動に多くの市
民がかかわることにより、互いの特性を生かし、
学び合う機会とすることができている。

引き続き介護予防、支え合い活動に
ついての情報提供

高齢者支援
課（R2より健
康支援課）

109 介護保険制度の内
容理解に向けた啓
発

介護を社会全体で支えるために
創設された「介護保険制度」に
ついて、性別にかかわらず、家
族の負担軽減につながるよう、
制度の啓発に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

被保険者証交付時のリーフレット
の送付、制度周知用パンフレット
作成と配布、広報への掲載等、
制度理解のための啓発を行いま
した。

被保険者証交付時のリーフレット
の送付、制度周知用パンフレット
作成と配布、広報への掲載等、
制度理解のための啓発を行いま
した。

A：貢献できた パンフレットの配布等により、介護が必要な方の
家族や周囲の方のみでなく、今後必要となる方
についても制度の周知が図られた。広く周知を図
ることにより、介護負担が特定の家族に偏ること
なく社会全体で支える意識を広めることができ
た。

特になし 介護保険課

110 介護者の支援体制
の充実

市内5か所の高齢者相談セン
ター（地域包括支援センター）に
おいて、介護についての相談に
対応し、必要な情報提供を随時
行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市内5 か所の高齢者相談セン
ターにおける相談対応、高齢者
相談センターのパンフレット作
成、各センターからの機関紙の
発行

相談対応件数　14,785件
（H31.2末現在）

市内5か所の高齢者相談セン
ターにおける相談対応、高齢者
相談センターのパンフレット作
成、各センターからの機関紙の
発行

相談対応件数　12,244件
（R1.3月末現在）

A：貢献できた 各センターにおいて、個々に相談を受ける中で、
家族構成や介護者の生活状況など総合的に判
断することを心がけ、必要な情報の提供を行うこ
とができている。

相談先としての認知度を上げるた
め、引き続きパンフレット、機関紙の
配布によりセンターの周知を図る
個々の相談に随時対応していく。

高齢者支援
課

Ⅲ　家庭生活と社会生活の両立

２　互いに担い合う家庭・地域生活

③男女共同参画の視点に立った介護支援の充実



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート④
（計画書　P48）
基本目標 Ⅳ　生涯にわたる心身の健康維持

課題 １　性差に配慮した健康への推進

施策の方向 ①健康に関するあらゆる分野の情報提供

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

111 年代や個々に応じ
た健康教育、健康
相談の充実

年代や性別に応じた健康教育
の実施や個々に応じたきめ細
やかな相談に努めます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

年代や性別等、対象者に合わせ
た情報提供を行った。

年代や性別等、対象者に合わせ
た情報提供を心掛け、健康教育
や健康相談を行った。

A：貢献できた あらゆる年代の対象者が、正しい情報選択のも
と健康の保持増進行動がとれるよう事業を実施
しました。

引き続き、年代や性別、対象者の健
康課題やニーズに応じた健康教育
の実施や個々に応じたきめ細やかな
相談に努めます。

健康支援課

112 健診（検診）に関す
る情報提供及び受
けやすい体制の整
備

妊婦・乳幼児健診、成人の健康
診査（がん検診等）の事業の充
実、整備、情報の周知に努めま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

健診（検診）の受け方等、男女で
異なるものについてリーフレット
に掲載し、情報提供した。

対象者が適切な時期に必要な健
診が受けられるよう、また男女で
異なるものについてはリーフレッ
ト等を用いて事前に情報提供し
た。また、検診会場においても掲
示等の案内を工夫し、受けやす
い体制を整えた。

A：貢献できた 妊婦・乳幼児が適切な時期に必要な健診が受け
られるよう、地区活動を行いました。特に、転入
者や様々な理由で当市に滞在している妊婦・乳
幼児については、転入時面接や他機関との連携
を行い、状況の把握を行ったことで適切な時期に
健診を実施することができました。
成人の検診については、性差に配慮して運営の
体制整備をし、実施できました。

引き続き、すべての対象者がもれな
く安心して健診（検診）を受けられる
よう、情報の周知と体制の整備に努
めます。

健康支援課

113 性感染症・エイズ予
防と喫煙・飲酒・薬
物乱用防止の啓発

地域保健では、対象に合わせ
た啓発活動を行います。学校で
は、教職員の研修、授業の研究
を実施し、生徒に適切な指導を
行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地域保健での小中学校生活習
慣病予防健康教育では、中学生
に対し喫煙の身体への影響につ
いて啓発を行った。（パワーポイ
ント、タールモデルの活用）

小中学校生活習慣病予防健康
教育で中学生に対し喫煙の身体
への影響について啓発を行っ
た。

A：貢献できた 対象者の年齢に合わせた媒体を用いて情報提
供を行うことができた。

引き続き対象に合わせた普及・啓発
を行っていく。

健康支援課

113 性感染症・エイズ予
防と喫煙・飲酒・薬
物乱用防止の啓発

地域保健では、対象に合わせ
た啓発活動を行います。学校で
は、教職員の研修、授業の研究
を実施し、生徒に適切な指導を
行います。

【取り組み内容】
養護教諭、保健主事
の研修
【目標値】
年1回以上
【元年度実績】
1回

県教育委員会主催の研修会に
各校1名の出席を依頼している。
・薬物乱用防止教育研修会
8/29（水）13：00～16：00
・牲教育研修会
8/29（水）9：50～12：00

県教育委員会主催の研修会に
各校1名の出席を依頼している。
・薬物乱用防止教育研修会
8/22（木）13：00～16：00
・牲教育研修会
8/29（木）9：40～12：10

A：貢献できた 毎年、県教育委員会主催の研修会に各校1名出
席し、研修を行っている。研修内容を各学校で報
告し、授業等に活用した。

養護教諭や保健主事等が出席する
ことが多いので、様々な立場の教職
員が参加するように努める。

学校教育課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート④
（計画書　P48）
基本目標 Ⅳ　生涯にわたる心身の健康維持

課題 １　性差に配慮した健康への推進

施策の方向 ②性差に配慮した医療・保健の促進

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

114 性差にかかわる健
康教育

節目節目の健康相談等の機会
に、性差を踏まえた健康教育を
行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

対象者に合わせてリーフレット等
を活用して情報提供を行った。

対象者に合わせて、リーフレット
やパワーポイント等を活用して情
報提供や健康教育を行った。

A：貢献できた 妊娠から出産までのからだの変化や男女の違
い、思春期や更年期の変化等について、対象の
性別や年代に合わせた内容を各保健事業や公
民館、学校保健等の他部門と連携しながら実施
しました。

引き続き、対象者のライフステージに
応じて、適切な時期に性差を踏まえ
た健康教育を実施できるよう努めま
す。

健康支援課

115 性差医療に関する
情報の収集・提供

性差医療、男性・女性外来に関
する情報の収集・提供を行いま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

性差医療に関しては、全国的に
縮小傾向にある。本市において
は、性差医療を実施している病
院は無いものの、相談内容に合
わせ満足いく医療が受けられる
よう情報を提供するよう努めてい
る。

性差医療に関しては、全国的に
縮小傾向にある。本市において
は、性差医療を実施している病
院は無いものの、相談内容に合
わせ満足いく医療が受けられる
よう情報を提供するよう努めてい
る。

C：貢献できな
かった

現在、性差医療を提供している医療機関がほと
んどないため、情報提供ができない状況である。
医療に関しては、市ホームページや本市作成の
医療ガイドで受診科目等の案内を掲載し、性差
に関係ない情報提供に努めている。

現状維持。 健康支援課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート④
（計画書　P48～49）
基本目標 Ⅳ　生涯にわたる心身の健康維持

課題 １　性差に配慮した健康への推進

施策の方向 ③安心して妊娠・出産できる環境づくりの促進

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

116 妊娠・出産・子育て
期における健康支
援の充実

母子健康手帳交付、所内相談、
家庭訪問等において、プライバ
シーに配慮しながら、安心して
妊娠・出産等に関する相談がで
きる相談体制を整備します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地区保健活動全体で、プライバ
シーに配慮しながら妊娠・出産・
育児に関する相談ができる体制
を確保し、相談に応じました。

地区保健活動全体で、プライバ
シーに配慮しながら妊娠・出産・
育児に関する相談ができる体制
を確保し、相談に応じました。

S：大いに貢献
できた

妊娠・出産は女性とって大きなライフイベントのひ
とつであり、心身ともに負担のかかるものです。
また、新たな生命の誕生による、家族の再編成
という課題もあります。対象者の持つ課題に応じ
て、身体面・心理面・生活面などの相談に応じ、
疾病予防や生活面の課題解消に向けて支援し
ました。

【令和2年度に向けた問題点・改善
点】
妊娠・出産の持つリスクの特性上、
引き続き相談支援が必要です。

【次期計画に向けた問題点・改善点】
妊娠・出産の持つリスクの特性上、
引き続き相談支援が必要です。

健康支援課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート④
（計画書　P49）
基本目標 Ⅳ　生涯にわたる心身の健康維持

課題 ２　高齢者・障がい者の男女共同参画の推進

施策の方向 ①男女共同参画の視点に立った高齢者の生活の充実

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

117 男女共同参画の視
点に立った学習機
会・情報の提供

千葉県生涯大学校の案内を行
い、学習意欲のある高齢者の
学習機会の場、情報を広く提供
します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

市広報への掲載（年2回）及び募
集要項・ポスターを市民が多く訪
れる窓度口にて配架、掲出した。
【配布期間】平成30年11月1日～
平成31年2月28日
【配布部数】
願書100部、ポスター15部、リー
フレット50部
【配布場所】
高齢者支援課、公民館（7か所）、
東部連絡所、JR南口連絡所

市広報への掲載（年2回）及び募
集要項・ポスターを市民が多く訪
れる窓度口にて配架、掲出した。
【配布期間】令和元年11月1日～
令和2年2月28日
【配布部数】
願書100部、ポスター15部、リー
フレット50部
【配布場所】
高 齢 者 支 援 課 、 公 民 館 （ 7 か
所）、東部連絡所、JR南口連絡
所

A：貢献できた 広く周知を行った結果、京葉地域では本市から
の受講者が一番多い状況にある。

今後も引き続き周知を行い、学習機
会の場を提供し、高齢者の生活の充
実が図れるようにする。

高齢者支援
課

117 男女共同参画の視
点に立った学習機
会・情報の提供

高齢者対象の学習機会、千葉
県生涯大学校の案内等の情報
を広く提供します。また、公民館
活動において、高齢者を対象と
した男女共同参画の視点に
立った講座を実施します。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

千葉県生涯学習大学校の案内を
館内に配置した。
60歳以上の人を対象とした寿学
級を実施して、男女問わず取り
組めるカリキュラムに配慮した。

千葉県生涯学習大学校の案内
を館内に配置した。
60歳以上の人を対象とした寿学
級を実施して、男女問わず取り
組めるカリキュラムに配慮した。

A：貢献できた 千葉県生涯学習大学校の案内を提供することに
より、男女共同参画の視点に立った情報を広く
提供した。
また、寿学級のプログラム作成時に男女問わず
取り組めるカリキュラムに配慮し、学習機会の提
供を図った。

次年度以降も継続して情報提供を行
う。
また、高齢者を対象とした講座を実
施できなかった公民館は、実施に向
けて内容等について検討を行う。

公民館

118 高齢者のスポーツ・
レクリエーション活
動における男女共
同参画の促進

高齢者のスポーツ・レクリエー
ション活動において、男女がとも
に参画できる環境づくりへの支
援を行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

あじさいクラブ連合会が主催する
行事への参加について、単位老
人クラブ（52クラブ）への呼びか
けた。
【実施行事】
グラウンドゴルフ、芸能・カラオケ
大会、ペタンク大会、囲碁・将棋
大会、高齢者スポーツ大会
【参加延べ人数】
1,046人

あじさいクラブ連合会が主催する
行事への参加について、単位老
人クラブ（52クラブ）への呼びか
けた。
【実施行事】
グラウンドゴルフ、芸能・カラオケ
大会、ペタンク大会、囲碁・将棋
大会、高齢者スポーツ大会
【参加延べ人数】
1,453人

A：貢献できた 各行事について積極的な参加が見られ、高齢者
の健康維持及び生活の充実に役立った。

長期的にみると全体的な参加者数
は減少傾向にある。事業内容の充
実を図り、行事へ参加に対する意欲
の高揚を図る。

高齢者支援
課

119 老人クラブ等の活動
における男女共同
参画の促進

老人クラブ等の高齢者の活動
において、男女が共同参画でき
る環境や意識づくりへの働きか
けを行います。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

会報（あじさいシニア）を年3回、
各3,000部発行し、会員及び関係
者、公民館他に配布し、あじさい
クラブ連合会の活動について広く
周知をお行った。また女性が積
極的に活動できるよう、平成28年
度に女性委員会を立ち上げ、平
成29年度からは連合会役員とし
て活動を開始した。

会報（あじさいシニア）を年3回、
各3,000部発行し、会員及び関係
者、公民館他に配布し、あじさい
クラブ連合会の活動について広
く周知を行った。また女性が積極
的に活動できるよう、平成28年度
に女性委員会を立ち上げ、平成
29年度からは連合会役員として
活動を開始した。

A：貢献できた 各行事について女性役員が関わることで、いろ
いろな場面で女性の活躍できる場があることを
認識できた。

役員に関しては積極的な関わりがで
きた。
また単位老人クラブ活動において
は、女性を積極的に役員等に登用し
ていただくようお話しし取組を進めて
いく。

高齢者支援
課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート④
（計画書　P49）
基本目標 Ⅳ　生涯にわたる心身の健康維持

課題 ２　高齢者・障がい者の男女共同参画の推進

施策の方向 ②男女共同参画の視点に立った障がい者福祉の充実

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

120 障がいのある人の
社会参加と就労支
援の充実

男女を問わず当事者活動等の
社会参加の促進や就労希望者
に対する支援体制を充実しま
す。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

当事者活動等の社会参加の促
進や就労希望者に対する支援を
男女を問わず関係機関と連携し
て行った。

相談支援事業所や就労移行事
業所、外出や家事の支援を行う
ヘルパー事業所等の障害福祉
サービスの提供機関と連携し、
障がいのある人の就労や社会参
加を支援した。

A：貢献できた 障害福祉サービスの提供を継続することが出来
た。

様々な専門機関との連携を更に強
めて行く必要がある。

障がい福祉
課

121 障がいのある人へ
の相談、情報提供
の充実

地域共生協議会の活動や障が
い者の相談支援体制の充実を
図ります。また視覚障がい者及
び聴覚障がい者への情報提供
等に取り組みます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

地域共生協議会の活動や障が
い者の相談支援体制の充実を
図った。また視覚障がい者及び
聴覚障がい者への情報提供等に
取り組んだ。

地域共生協議会の活動や障が
い者の相談支援体制の充実を
図った。また視覚障がい者及び
聴覚障がい者への情報提供等
に取り組んだ。

A：貢献できた 地域共生協議会において、相談支援体制や相
談や及び情報提供について検討を深めた。また
視覚障がい者及び聴覚障がい者のニーズに合
わせた情報提供等に取り組んだ。

今後様々な機関との連携や、より充
実した情報提供を行う必要がある。

障がい福祉
課

122 障がいのある人の
スポーツ・レクリエー
ション活動の充実

男女問わず参加できる障がい
者スポーツ大会の実施、レクリ
エーション活動の充実に取り組
みます。

【取り組み内容】

【目標値】

【元年度実績】

老若男女問わず参加出来る障が
い者スポーツ大会を開催した。
実施日：平成３０年度１１月９日
（金）
参加人数：６６名

男女問わず参加出来る障がい者
スポーツ大会を開催した。
実施日：令和元年度１１月４日
（月）
参加人数：５４名

A：貢献できた 健康の維持・増進を図ることを目的に、障がい者
スポーツを開催した。
また、公益財団法人　習志野市スポーツ振興協
会と共同開催を行うことで、大会後も継続して健
康の維持・増進を図れるような体制づくりを構築
した。

多くの人が参加できるよう、内容等を
検討する必要がある。

障がい福祉
課



習志野市第２次男女共同参画基本計画（改訂版）評価シート⑤
（計画書　P50）
基本目標 Ⅴ　協働による効果的な施策の推進

課題 １　市民と行政による連携の強化

施策の方向 ①市民と行政との情報交換の推進

№ 事業名 取り組み内容
管理指標及び

令和元年度実績
29年度の実施状況 30年度の実施状況 令和元年度の実施状況

基本目標及び
課題に対する
3年間の貢献

度

貢献度の理由と、本計画への成果 令和2年度にむけた改善事項 担当課

123 男女共同参画推進
登録団体連絡会の
開催と連携・協働

男女共同参画推進登録団体連
絡会を開催し、各団体の活動報
告や、研修会をとおし、団体間
の連携を図ります。

【取り組み内容】
男女共同参画推進
登録団体連絡会及
び研修会等の開催
【目標値】
年2回
【元年度実績】
年2回
（内訳）
団体連絡会1回
研修会1回

男女共同参画推進団体連絡会
議をH30.12.11に開催。
19登録団体中9団体参加
週間事業シンポジウムの報告及
び研修会報告、会議室等の運用
基準や研修室の利用方法、団体
の広報・ＨＰ掲載等の支援並び
に意見交換を行った。

性の多様性に関する研修会を市
職員研修と合わせてH30.11.5実
施し、団体より8名が参加した。

男女共同参画推進団体連絡会
議をR1.10.23に開催。
18登録団体中13団体参加
週間事業講演会の報告及び研
修会報告、第3次男女共同参画
基本計画案、男女共同参画登録
団体実施要項の改正報告、広報
習志野への掲載等の支援並び
に意見交換を行った。

性の多様性に関する研修会を市
職員研修と合わせてR1.8.23に実
施し、団体より12名が参加した。

S：大いに貢献
できた

推進団体との連絡会の開催や、研修会・講座の
開催を通じて、市が実施する啓発事業への理解
及び、推進団体への活動支援（広報掲載・庁舎
使用等）について情報提供を行った。
また、次期計画策定にあたり、推進団体にはパ
ブリックコメントで意見を寄せていただくよう依頼
した。

推進団体には次期男女共同参画基
本計画を理解いただく機会を持ち、
推進団体と協働で男女共同参画の
推進に取り組む。

男女共同参
画センター


